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令和７年第４回三笠市議会定例会 

令和７年１２月１１日（第１日目） 

　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議事次第（第１号） 

　１　開会宣言 

　２　会議録署名議員の指名 

　　　　　３番　須　河　恵　介　氏 

　　　　　４番　浅　尾　三　□　氏 

　３　会期の決定 

　　　　令和７年１２月１１日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　８日間 

　　　　令和７年１２月１８日 

　４　諸般報告 

　　(1）　議会事務報告 

　　(2）　教育委員会審議事項報告 

　　(3）　一般行政報告 

　５　議　　事 

　６　延会宣告 

　　──────────────────────────────────────── 

○議事日程 

　日程第　１　　　　　　　　会議録署名議員の指名について 

　日程第　２　　　　　　　　会期の決定について 

　日程第　３　　　　　　　　諸般報告について（議会事務報告・教育委員会審議事項報 

　　　　　　　　　　　　　　告・一般行政報告） 

　日程第　４　　　　　　　　例月出納検査報告について（監報第４号） 

　日程第　５　報告第２１号　議会運営委員会所管事項調査報告について 

　日程第　６　報告第２２号　議会運営委員会行政視察報告について 

　日程第　７　報告第２３号　総合常任委員会所管事項調査報告について 

　日程第　８　報告第２４号　総合常任委員会行政視察報告について 

　日程第　９　　　　　　　　議案第６０号から議案第６９号までについて 

　日程第１０　　　　　　　　議案第７０号から議案第７４号までについて 

　日程第１１　議案第７５号　北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議に 

　　　　　　　　　　　　　　ついて 

　日程第１２　議案第７６号　指定管理者の指定について 

　日程第１３　　　　　　　　議案第７７号から議案第８２号までについて 

　日程第１４　議案第８３号　三笠市教育委員会委員の任命について 
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　日程第１５　　　　　　　　諮問第２号及び諮問第３号について 

　日程第１６　　　　　　　　一般質問 

　　──────────────────────────────────────── 

○出席議員（９名） 

　議　長　　９番　 武　田　悌　一　氏　　　副議長　　５番　 折　笠　弘　忠　氏 

　　　　　　１番　 青　木　康　博　氏　　　　　　　　２番　 池　田　真　志　氏 

　　　　　　３番　 須　河　恵　介　氏　　　　　　　　４番　 浅　尾　三　□　氏 

　　　　　　６番　 畠　山　　　宰　氏　　　　　　　　８番　 谷　内　純　哉　氏 

　　　　　１０番　 谷　津　邦　夫　氏 

　　──────────────────────────────────────── 

○欠席議員（１名） 

　　　　　　７番　 澤　田　益　治　氏 

　　──────────────────────────────────────── 

○説明員 

　市 長　　西　城　賢　策　氏　　　副 市 長　　右　田　　　敏　氏 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務福祉部参事兼 
　総務福祉部長　　三　好　智　幸　氏　　　　　　　　　　　　阿　部　文　靖　氏 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　危機管理室長 
 

　総 務 課 長　　萬　年　剛　至　氏　　　デジタル推進課長　　後　藤　議　徹　氏 
 
　市民生活課長兼 
　　　　　　　　　　杉　山　　　充　氏　　　企画財政部長　　藤　井　陽　一　氏 
　選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 長 
 
　企画財政部参事兼 
　　　　　　　　　　坂　　　保　徳　氏　　　税務財政課長　　富　宅　達　也　氏 
　企画調整課長 
 

　産業政策推進部長　　中　原　　　保　氏　　　産 業 政 策 推 進 部 参 事　　力　弓　晃　継　氏 

　農 林 課 長　　豊　口　哲　也　氏　　　商工観光課長　　下　村　　　圭　氏 

　建 設 部 長　　松　本　裕　樹　氏　　　建 設 課 長 兼 建 築 係 長　　田　中　栄　輔　氏 

　水 道 課 長　　大　野　　　彰　氏　　　教 育 長　　小　田　弘　幸　氏 

　教 育 次 長　　柳　谷　　　忍　氏　　　学校教育課長　　花　井　志　夫　氏 
 
　高等学校事務長兼 
　　　　　　　　　　渡　辺　俊　文　氏　　　病院事務局長　　加　藤　慎　吾　氏 
　高校生レストラン統括室長 
 
　総務管理課長兼 
　　　　　　　　　　石　井　恵　太　氏　　　総務管理課主幹　　桝　田　幸　利　氏 
　総 務 管 理 係 長 事 務 取 扱 
 

　消 防 長　　田　川　善　幸　氏　　　監 査 委 員　　鈴　木　信　之　氏 

　監査事務局長　　冨　樫　将　洋　氏 

　　──────────────────────────────────────── 

○出席事務局職員 

　議会事務局長　　砂　川　了　一　氏　　　議　会　係　長　　高　橋　広　紀　氏 
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◎議長（武田悌一氏）　開会前ですが、報道機関から撮影等について申出がありましたの

で、許可しております。 

　また、議場内にパソコン及びタブレット等情報機器の持込みを許可しておりますが、ス

マートフォンの操作や撮影、録音は禁止しております。 

　また、円滑な会議進行のため、通知音や操作音に御留意いただき、電源を切る、または

マナーモード等に設定いただくようお願い申し上げます。 

開会　午前１０時００分　　 

　　──────────────────────────────────────── 

◎開　会　宣　告 

　　──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏）　ただいまの出席議員は９名であります。 

　７番澤田議員の欠席届を受理しております。 

　定足数に達しておりますので、これより令和７年第４回三笠市議会定例会を開会しま

す。 

　　──────────────────────────────────────── 

◎開　議　宣　告 

　　──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏）　直ちに、本日の会議を開きます。 

　　──────────────────────────────────────── 

◎日程第１　会議録署名議員の指名 

　　──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏）　日程の１　会議録署名議員の指名についてを議題とします。 

　会議録署名議員は、会議規則第８５条の規定により、３番須河議員及び４番浅尾議員を

指名します。 

　　──────────────────────────────────────── 

◎日程第２　会　期　の　決　定 

　　──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏）　日程の２　会期の決定についてを議題とします。 

　お諮りします。 

　今定例会の会期は、本日から１２月１８日までの８日間としたいと思います。御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　御異議なしと認めます。 

　会期は、８日間と決定しました。 

　　──────────────────────────────────────── 

◎日程第３　諸　般　報　告 
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　　──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏）　日程の３　諸般報告に入ります。 

　初めに、議会事務報告については、文書御配付のとおりでありますので、口頭報告を省

略し、直ちに質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　質疑ないようですから、議会事務報告については報告済みとしま

す。 

　次に、教育委員会審議事項報告については、文書御配付のとおりでありますので、口頭

報告を省略し、直ちに質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　質疑ないようですから、教育委員会審議事項報告については報告

済みとします。 

　最後に、一般行政報告を行います。 

　市長から報告を求めます。 

　市長、登壇願います。市長。 

（市長西城賢策氏　登壇） 

◎市長（西城賢策氏）　それでは、行政報告を申し上げます。 

　まず、報告第１号の市長行動報告についてでありますが、１１月１４日に産炭地域の政

府予算及び施策に関する要請行動を行ってきたところでございます。 

　これは北海道石炭対策連絡会議として行う要請行動でございまして、空知５市１町によ

る空知炭鉱市町活性化推進協議会を代表し、北海道、北海道議会、釧路の協議会とともに

中央要望を行ったところでございます。 

　私からは主に、石炭地下ガス化による水素製造事業と二酸化炭素の地下戻入れ事業の一

層の推進に向けた国からの支援について、要望を申し上げてまいりました。 

　これに対し、萩生田光一自由民主党幹事長代行、そして井野俊郎経済産業副大臣より、

「国として後押ししていきたい」とのお言葉をいただいたところでございます。 

　続きまして、報告第２号人事発令についてでありますが、記載にありますとおり、９月

３０日付で係長職１名の退職、１０月１日付で係長職２名の人事異動の発令を行ったとこ

ろでございます。 

　続きまして、報告第３号の令和７年度三笠市功労賞の授与についてでありますが、１０

月３１日に三笠市民会館において、三笠市の振興に寄与していただいてまいりましたお二

方に功労賞を贈呈させていただきました。今までの功績に対し感謝を申し上げ、今後も市

政に対し変わらぬ御指導、御協力をいただけるようお願いしたところでございます。 

　最後に、報告第４号の市工事についてでありますが、奔幌内橋橋梁工事ほか４件につき

まして、そこに記載してありますとおり入札を行い、それぞれ期限までに完了するよう工

事に入っているところでございます。 
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　行政報告につきましては、以上でございます。 

◎議長（武田悌一氏）　これより、一般行政報告に対する質疑に入ります。 

　初めに、報告第１号総務福祉部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　次に、報告第２号総務福祉部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　次に、報告第３号総務福祉部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　最後に、報告第４号建設部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　質疑ないようですから、一般行政報告については報告済みとしま

す。 

　以上をもちまして、諸般報告を終わります。 

　　──────────────────────────────────────── 

◎日程第４　例月出納検査報告について（監報第４号） 

　　──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏）　日程の４　監報第４号例月出納検査報告についてを議題としま

す。 

　本報告については、文書御配付のとおりでありますので、口頭報告を省略し、直ちに質

疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　質疑ないようですから、監報第４号例月出納検査報告について

は、報告済みとします。 

　　──────────────────────────────────────── 

　　　　　　◎日程第５　報告第２１号　議会運営委員会所管事項調査報告 

　　　　　　　　　　　　について 

　　──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏）　日程の５　報告第２１号議会運営委員会所管事項調査報告につい

てを議題とします。 

　本報告については、文書御配付のとおりでありますので、口頭報告を省略し、直ちに質

疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　質疑ないようですから、質疑を終了し、報告第２１号議会運営委

員会所管事項調査報告については、報告済みとします。 

　　──────────────────────────────────────── 

　　　　　　◎日程第６　報告第２２号　議会運営委員会行政視察報告につ 
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　　　　　　　　　　　　いて 

　　──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏）　日程の６　報告第２２号議会運営委員会行政視察報告についてを

議題とします。 

　副委員長の報告を求めます。 

　青木副委員長、登壇願います。 

（議会運営委員会副委員長青木康博氏　登壇） 

◎議会運営委員会副委員長（青木康博氏）　議会運営委員会行政視察報告を行います。 

　澤田委員長が欠席しておりますので、副委員長の私から、令和７年第２回定例会で議決

いただきました行政視察につきまして、８月２６日に調査を行いましたので、報告いたし

ます。 

　今回の行政視察につきましては、沼田町の「議会改革及びＩＣＴ化の取組について」、

今後の議会活性化の参考とするため、視察を実施しました。 

　視察内容につきましては、御配付の議会運営委員会行政視察報告書に記載しており、澤

田議員を除く全議員が参加の協議会において報告しておりますので、説明は省略させてい

ただきます。 

　以上、三笠市議会基本条例第１２条第４項の規定により、議会運営委員会行政視察につ

いて報告申し上げます。 

◎議長（武田悌一氏）　これより、副委員長報告に対する質疑に入ります。質疑のある方

は御発言願います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　質疑ないようですから、質疑を終了し、報告第２２号議会運営委

員会行政視察報告については、報告済みとします。 

　　──────────────────────────────────────── 

　　　　　　◎日程第７　報告第２３号　総合常任委員会所管事項調査報告 

　　　　　　　　　　　　について 

　　──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏）　日程の７　報告第２３号総合常任委員会所管事項調査報告につい

てを議題とします。 

　本報告については、文書御配付のとおりでありますので、口頭報告を省略し、直ちに質

疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　質疑ないようですから、質疑を終了し、報告第２３号総合常任委

員会所管事項調査報告については、報告済みとします。 

　　──────────────────────────────────────── 

　　　　　　◎日程第８　報告第２４号　総合常任委員会行政視察報告につ 
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　　　　　　　　　　　　いて 

　　──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏）　日程の８　報告第２４号総合常任委員会行政視察報告についてを

議題とします。 

　委員長の報告を求めます。 

　畠山委員長、登壇願います。 

（総合常任委員会委員長畠山宰氏　登壇） 

◎総合常任委員会委員長（畠山　宰氏）　令和７年第１回定例会で議決をいただきました

行政視察について、１１月４日から８日までの日程で調査を行いましたので、報告いたし

ます。 

　今回の行政視察については、茨城県常総市の「アグリサイエンスバレー事業」、鳥取県

鳥取市の「脱炭素先行地域の取組」及び「山陰海岸ジオパークの取組」、奈良県葛城市の

「ＡＩを活用した相談システム」、奈良県宇陀市の「医療過疎地域への対応」、和歌山県

紀美野町の「キミノーカ」について、今後の三笠市のまちづくりの参考とするため、視察

を実施しました。 

　視察内容につきましては、御配付の総合常任委員会行政視察報告書に記載しており、澤

田議員を除く全議員が委員として視察に参加しておりますので、説明は省略させていただ

きます。 

　以上、三笠市議会基本条例第１２条第４項の規定により、総合常任委員会行政視察につ

いて御報告申し上げます。 

◎議長（武田悌一氏）　これより、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑のある方は

御発言願います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　質疑ないようですから、質疑を終了し、報告第２４号総合常任委

員会行政視察報告については、報告済みとします。 

　　──────────────────────────────────────── 

◎日程第９　議案第６０号から議案第６９号までについて 

　　──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏）　日程の９　議案第６０号から議案第６９号までについてを一括議

題とします。 

　市長から提案理由の説明を求めます。 

　市長、登壇願います。市長。 

（市長西城賢策氏　登壇） 

◎市長（西城賢策氏）　議案第６０号から議案第６９号まで、一括して提案説明申し上げ

ます。 

　最初に、議案第６０号三笠市長等の給料等条例の一部を改正する条例の制定、議案第６
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１号三笠市職員給与条例の一部を改正する条例の制定、議案第６２号三笠市会計年度任用

職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定、議案第６３号三笠市

一般職の任期付職員の採用等条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、今

回の改正は、本年８月７日の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改正に準拠するととも

に、管理職手当について管理職の責務等に応じた適正な処遇を図るため、必要な改正を行

うものであります。 

　改正の内容は、若年層に重点を置きながら、広い範囲において給料の引上げを行うもの

であります。 

　また、期末・勤勉手当の年間支給率については、特別職及び一般職は１００分の５、暫

定再任用職員及び会計年度任用職員についても同様に１００分の５引き上げるものであり

ます。 

　なお、議員については、市長に準ずることから、同様の改正となるものであります。 

　そのほか、諸手当の改正として、通勤手当の引上げ、宿日直手当の引上げを措置すると

ともに、平成１９年度以降、１８年ほど据え置いてきた管理職手当について、国家公務員

の支給額並びに管理職の責務に鑑み、引上げを措置するものであります。 

　施行期日は、公布の日からであります。給料、通勤手当及び宿日直手当については令和

７年４月１日から、期末・勤勉手当については令和７年１２月１日から、管理職手当につ

いては令和８年１月１日から適用するものであります。 

　また、令和８年度以降の期末・勤勉手当については、令和８年４月１日から施行するも

のであります。 

　次に、議案第６４号から議案第６９号についてでありますが、今回の補正は、先ほど議

案第６０号から議案第６３号までで提案説明申し上げました給与改定について、所要の措

置を行うものであります。 

　最初に、議案第６４号令和７年度三笠市一般会計補正予算（第３回）についてでありま

すが、まず歳出については、議会費ほか５款において７,０５１万８,０００円を増額措置

するものであります。 

　一方、歳入については、前年度繰越金未計上分を計上し、また、財政調整基金繰入金の

増額等により財源措置するものであります。 

　次に、議案第６５号令和７年度三笠市国民健康保険特別会計補正予算（第２回）につい

てでありますが、給与改定により歳出の増額となる６０万円を、国民健康保険基金繰入金

の増額により財源措置するものであります。 

　次に、議案第６６号令和７年度三笠市介護保険特別会計補正予算（第２回）についてで

ありますが、給与及び管理職手当の改定等により歳出の増額となる１６５万９,０００円

を、歳入の国庫支出金及び道支出金で３５万７,０００円を計上し、不足額については一

般会計繰入金の増額により財源措置するものであります。 

　次に、議案第６７号令和７年度三笠市水道事業会計補正予算（第２回）についてであり
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ますが、給与及び管理職手当の改定に伴い、収益的支出で１７８万５,０００円の増額と

なり、資本的支出が建設改良費内で５万円の増額となるものであります。 

　次に、議案第６８号令和７年度三笠市下水道事業会計補正予算（第１回）についてであ

りますが、給与改定に伴い、収益的支出が１２４万６,０００円の増額となり、資本的支

出が建設改良費内で６万５,０００円の増額となるものであります。収益的収入における

一般会計からの補助金などにより調整するものであります。 

　最後に、議案第６９号令和７年度市立三笠総合病院事業会計補正予算（第２回）につい

てでありますが、給与及び管理職手当の改定に伴い、収益的支出が３,６９５万２,０００

円の増額となるものであります。 

　以上、議案第６０号から議案第６９号まで一括して提案説明といたしますので、御審議

くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

◎議長（武田悌一氏）　これより、質疑を受けます。質疑のある方は発言願います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　質疑ないようですから、質疑を終了します。 

　お諮りします。 

　議案第６０号から議案第６９号までについては、委員会付託を省略し、即決することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　御異議なしと認め、委員会付託を省略することに決定しました。 

　これより、討論、採決を行います。 

　初めに、議案第６０号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　討論ないようですから、討論を終了します。 

　続いて、採決を行います。 

　議案第６０号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　御異議なしと認めます。 

　議案第６０号三笠市長等の給料等条例の一部を改正する条例の制定については、原案の

とおり可決することに決定しました。 

◎議長（武田悌一氏）　次に、議案第６１号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　討論ないようですから、討論を終了します。 

　続いて、採決を行います。 

　議案第６１号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　御異議なしと認めます。 
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　議案第６１号三笠市職員給与条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとお

り可決することに決定しました。 

　次に、議案第６２号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　討論ないようですから、討論を終了します。 

　続いて、採決を行います。 

　議案第６２号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　御異議なしと認めます。 

　議案第６２号三笠市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例の制定については、原案のとおり可決することに決定しました。 

　次に、議案第６３号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　討論ないようですから、討論を終了します。 

　続いて、採決を行います。 

　議案第６３号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　御異議なしと認めます。 

　議案第６３号三笠市一般職の任期付職員の採用等条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、原案のとおり可決することに決定しました。 

　次に、議案第６４号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　討論ないようですから、討論を終了します。 

　続いて、採決を行います。 

　議案第６４号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　御異議なしと認めます。 

　議案第６４号令和７年度三笠市一般会計補正予算（第３回）については、原案のとおり

可決することに決定しました。 

　次に、議案第６５号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　討論ないようですから、討論を終了します。 

　続いて、採決を行います。 

　議案第６５号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　御異議なしと認めます。 
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　議案第６５号令和７年度三笠市国民健康保険特別会計補正予算（第２回）については、

原案のとおり可決することに決定しました。 

　次に、議案第６６号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　討論ないようですから、討論を終了します。 

　続いて、採決を行います。 

　議案第６６号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　御異議なしと認めます。 

　議案第６６号令和７年度三笠市介護保険特別会計補正予算（第２回）については、原案

のとおり可決することに決定しました。 

　次に、議案第６７号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　討論ないようですから、討論を終了します。 

　続いて、採決を行います。 

　議案第６７号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　御異議なしと認めます。 

　議案第６７号令和７年度三笠市水道事業会計補正予算（第２回）については、原案のと

おり可決することに決定しました。 

　次に、議案第６８号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　討論ないようですから、討論を終了します。 

　続いて、採決を行います。 

　議案第６８号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　御異議なしと認めます。 

　議案第６８号令和７年度三笠市下水道事業会計補正予算（第１回）については、原案の

とおり可決することに決定しました。 

　最後に、議案第６９号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　討論ないようですから、討論を終了します。 

　続いて、採決を行います。 

　議案第６９号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　御異議なしと認めます。 
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　議案第６９号令和７年度市立三笠総合病院事業会計補正予算（第２回）については、原

案のとおり可決することに決定しました。 

　　──────────────────────────────────────── 

◎日程第１０　議案第７０号から議案第７４号までについて 

　　──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏）　日程の１０　議案第７０号から議案第７４号までについてを一括

議題とします。 

　市長から提案理由の説明を求めます。 

　市長、登壇願います。市長。 

（市長西城賢策氏　登壇） 

◎市長（西城賢策氏）　議案第７０号から議案第７４号まで、一括して提案説明申し上げ

ます。 

　最初に、議案第７０号三笠市乳児等通園支援事業の設備及び運営基準条例の制定につい

てでありますが、本条例は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴

い、内閣府令で定める基準に従い、必要な事項を定めるものであります。 

　制定内容は、乳児等通園支援事業に当たり、職員体制や子供の安全確保をはじめとする

運営等に関する基準を定めるものであります。 

　施行期日は、令和８年４月１日とするものであります。 

　次に、議案第７１号三笠市職員定年等条例の一部を改正する条例の制定についてであり

ますが、今回の改正は、医師の働き方の実態に合わせるとともに、さらなる医師確保にお

いて有利となることから、市立三笠総合病院に勤務する医師の定年の引上げについて、必

要な改正を行うものであります。 

　改正の内容は、医師の定年を現在の６５歳から７０歳に引き上げるものであります。 

　施行期日は、令和８年３月３１日とするものであります。 

　次に、議案第７２号三笠市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてでありま

すが、今回の改正は、消防組織法に基づく国からの技術的助言を踏まえて、必要な改正を

行うものであります。 

　改正の内容は、気象の状況を踏まえて林野火災注意報及び林野火災警報を的確に発令で

きることとし、林野火災の危険性を勘案して、区域を指定して火の使用を制限できること

とするなど、必要な整理を行うものであります。 

　施行期日は、令和８年１月１日であります。 

　次に、議案第７３号三笠市工業団地貸付条例の一部を改正する条例の制定についてであ

りますが、今回の改正は、工業団地の貸付対象の土地の変動等に柔軟に対応できるよう関

係規定を整備するため、改正するものであります。 

　改正の内容は、貸付対象の土地について規則で定める旨の規定を追加するものでありま

す。 
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　施行期日は、令和８年１月１日であります。 

　最後に、議案第７４号三笠市水道給水条例の一部を改正する条例の制定についてであり

ますが、今回の改正は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した水道料金減

額事業の実施に伴い、必要な改正を行うものであります。 

　改正の内容は、令和８年３月分の水道料金の減免について、規定を追加するものであり

ます。 

　施行期日は、令和８年１月１日であります。 

　以上、議案第７０号から議案第７４号まで一括して提案説明といたしますので、御審議

くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

◎議長（武田悌一氏）　お諮りします。 

　議事の都合により、議案第７０号から議案第７４号までについての質疑を保留し、一般

質問終了後に行うことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　御異議なしと認め、そのように決定しました。 

　　──────────────────────────────────────── 

　　　　　　◎日程第１１　議案第７５号　北海道市町村職員退職手当組合 

　　　　　　　　　　　　　規約の変更に関する協議について 

　　──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏）　日程の１１　議案第７５号北海道市町村職員退職手当組合規約の

変更に関する協議についてを議題とします。 

　市長から提案理由の説明を求めます。 

　市長、登壇願います。市長。 

（市長西城賢策氏　登壇） 

◎市長（西城賢策氏）　議案第７５号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に関する

協議について提案説明申し上げます。 

　今回の提案は、江差町・上ノ国町学校給食組合の脱退に伴い、北海道市町村職員退職手

当組合規約の一部変更が必要となることから、地方自治法第２８６条第１項の規定により

同組合を組織する市町村への協議があり、賛同すべきものと判断したため、同法第２９０

条の規定により議会の議決を求めるものであります。 

　以上、提案説明といたしますので、御審議くださいますようよろしくお願い申し上げま

す。 

◎議長（武田悌一氏）　お諮りします。 

　議事の都合により、議案第７５号についての質疑を保留し、一般質問終了後に行うこと

にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　御異議なしと認め、そのように決定しました。 
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　　──────────────────────────────────────── 

◎日程第１２　議案第７６号　指定管理者の指定について 

　　──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏）　日程の１２　議案第７６号指定管理者の指定についてを議題とし

ます。 

　市長から提案理由の説明を求めます。 

　市長、登壇願います。市長。 

（市長西城賢策氏　登壇） 

◎市長（西城賢策氏）　議案第７６号指定管理者の指定について提案説明申し上げます。 

　今回の指定は、当市の公の施設のうち、現在、指定管理者が管理を行っている施設につ

いて、引き続き同制度による管理を行うため、指定管理者の指定を行うものであります。 

　指定管理者の指定に当たっては、公の施設指定管理者選定委員会において、各施設の選

定基準による審査項目により団体を評価し、候補者の選定を行ったところであります。 

　まず、三笠市デイサービスセンター、三笠市養護老人ホーム及び三笠市特別養護老人

ホーム等の社会福祉施設は、現在の指定管理者である三笠市社会福祉事業団を選定したも

のであります。 

　次に、三笠鉄道村、ファミリーランドみかさ遊園等の観光施設につきましては、現在の

指定管理者である三笠振興開発株式会社を選定したものであります。 

　最後に、三笠市市営住宅集会所につきましては、現在の指定管理者である中島町集会室

運営委員会及び住吉町集会所運営委員会を選定したものであります。 

　指定期間は、令和８年４月１日から令和１２年３月３１日までとするものであります。 

　これら指定管理者選定委員会の結果を踏まえ、以上１２施設の指定管理者をそれぞれ指

定いただくため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるも

のであります。 

　以上、提案説明といたしますので、御審議くださいますようよろしくお願い申し上げま

す。 

◎議長（武田悌一氏）　お諮りします。 

　議事の都合により、議案第７６号についての質疑を保留し、一般質問終了後に行うこと

にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　御異議なしと認め、そのように決定しました。 

　　──────────────────────────────────────── 

◎日程第１３　議案第７７号から議案第８２号までについて 

　　──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏）　日程の１３　議案第７７号から議案第８２号までについてを一括

議題とします。 
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　市長から提案理由の説明を求めます。 

　市長、登壇願います。市長。 

（市長西城賢策氏　登壇） 

◎市長（西城賢策氏）　議案第７７号から議案第８２号まで、一括して提案説明申し上げ

ます。 

　最初に、議案第７７号令和７年度三笠市一般会計補正予算（第４回）についてでありま

すが、今回の補正は、既定予算額１３５億５,０４４万９,０００円に９億２,６２８万２,

０００円を追加し、予算の総額を１４４億７,６７３万１,０００円とするものでありま

す。 

　まず、歳出でありますが、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金や事業費の確定な

どに伴う予算整理として、総務費から職員費まで、１０款において必要な経費を措置する

ものであります。 

　一方、歳入については、新たな事業に係る特定財源のほか、事業費財源の国・道支出金

や市債などを予算整理し、一般財源については、地方交付税の増額分や財政調整基金繰入

金などを計上するものであります。 

　債務負担行為の補正については、指定管理を行っている養護老人ホーム等福祉施設やス

キーリフト等観光施設について今後も継続して指定管理を行うほか、高齢者バス利用助成

事業などの円滑な実施ができるよう追加するものであります。 

　地方債の補正については、過疎債事業分の財源更正等を予算整理するものであります。 

　次に、議案第７８号令和７年度三笠市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）につ

いてでありますが、今回の補正は、既定予算額１億９,４０６万１,０００円に１８８万

５,０００円を追加し、予算の総額を１億９,５９４万６,０００円とするものでありま

す。 

　まず、歳出でありますが、保険給付費の増額に伴い、後期高齢者医療納付金を増額し、

予算計上するものであります。 

　一方、歳入でありますが、後期高齢者医療納付金の増額に伴い、一般会計繰入金を増額

し、予算計上するものであります。 

　次に、議案第７９号令和７年度三笠市国民健康保険特別会計補正予算（第３回）につい

てでありますが、今回の補正は、既定予算額１０億７,５３４万６,０００円に５０万３,

０００円を追加し、予算の総額を１０億７,５８４万９,０００円とするものであります。 

　まず、歳出でありますが、総務費等予算整理分について予算計上するものであります。 

　一方、歳入でありますが、前年度一般会計繰入金の精算分等について予算計上するもの

であります。 

　次に、議案第８０号令和７年度三笠市介護保険特別会計補正予算（第３回）についてで

ありますが、今回の補正は、既定予算額１４億９,３０４万円に５４０万１,０００円を追

加し、予算の総額を１４億９,８４４万１,０００円とするものであります。 
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　まず、歳出でありますが、総務費及び地域支援事業費について給与費の予算整理を行う

ほか、保険給付費の各サービス費の所要見込額の整理、精算還付金の予算整理並びに特定

財源である国庫支出金の増等に伴う介護保険料の余剰金を基金積立金に増額計上するもの

であります。 

　一方、歳入については、総務費及び地域支援事業費の特定財源として国・道支出金など

を措置するものであります。 

　次に、議案第８１号令和７年度三笠市水道事業会計補正予算（第３回）についてであり

ますが、今回の補正は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した水道料金減

額事業の実施に伴う補正のほか、経常費及び事業費予算の整理を行うものであります。 

　まず、収益的収入については、他会計補助金等を増額し、収入総額を４億１５７万９,

０００円とするものであります。 

　次に、収益的支出については、人件費や配水及び給水費等を予算整理により増額し、支

出総額を４億４,１７６万４,０００円とするものであります。 

　一方、資本的収入については、企業債を減額し、収入総額を１億７,２４０万円とする

ものであります。 

　次に、資本的支出については、建設改良費を整理し、支出総額を３億３,４６５万６,０

００円とするものであります。 

　最後に、議案第８２号令和７年度三笠市下水道事業会計補正予算（第２回）についてで

ありますが、今回の補正は、経常費及び事業費予算の整理を行うものであります。 

　まず、収益的収入については、他会計補助金等を増額し、収入総額を５億６,０９１万

円とするものであります。 

　次に、収益的支出については、電気料金の高騰などによる管渠費等を増額するととも

に、人事異動等に伴う人件費、減価償却費等を整理し、支出総額を５億４,３８５万５,０

００円とするものであります。 

　一方、資本的収入については、計画区域内の未利用地に企業の事業用地拡張があったこ

とで収益が増額したことにより、収入総額を２億７,９８７万１,０００円とするものであ

ります。 

　次に、資本的支出については、築造工事費を増額し、支出総額を４億９,７９５万８,０

００円とするものであります。 

　以上、議案第７７号から議案第８２号について提案説明といたしますので、御審議くだ

さいますようよろしくお願い申し上げます。 

◎議長（武田悌一氏）　お諮りします。 

　議事の都合により、議案第７７号から議案第８２号までについての質疑を保留し、一般

質問終了後に行うことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　御異議なしと認め、そのように決定しました。 
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　　──────────────────────────────────────── 

　　　　　　◎日程第１４　議案第８３号　三笠市教育委員会委員の任命に 

　　　　　　　　　　　　　ついて 

　　──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏）　日程の１４　議案第８３号三笠市教育委員会委員の任命について

を議題とします。 

　市長から提案理由の説明を求めます。 

　市長、登壇願います。市長。 

（市長西城賢策氏　登壇） 

◎市長（西城賢策氏）　議案第８３号三笠市教育委員会委員の任命について提案説明申し

上げます。 

　三笠市教育委員会委員杉山文夫氏から令和７年１２月３１日付で辞任の届出がありまし

たことから、その後任者として、新たに末吉広樹氏を任命するため、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

　同氏の略歴につきましては記載のとおりであり、三笠市教育委員会委員として適任と考

えますので、御同意くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

◎議長（武田悌一氏）　お諮りします。 

　本案について、質疑、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　御異議なしと認め、質疑、討論を省略することに決定します。 

　続いて、お諮りします。 

　本案については、同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　御異議なしと認めます。 

　議案第８３号三笠市教育委員会委員の任命については、同意することに決定しました。 

　この際、しばらく会議を休憩します。 

休憩　午前１０時４３分　　 

再開　午前１０時４８分　　 

◎議長（武田悌一氏）　休憩前に引き続き、会議を開きます。 

　　──────────────────────────────────────── 

◎日程第１５　諮問第２号及び諮問第３号について 

　　──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏）　日程の１５　諮問第２号及び諮問第３号についてを一括議題とし

ます。 

　市長から提案理由の説明を求めます。 

　市長、登壇願います。市長。 
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（市長西城賢策氏　登壇） 

◎市長（西城賢策氏）　諮問第２号及び諮問第３号人権擁護委員候補者の推薦について、

一括して提案説明申し上げます。 

　法務大臣から委嘱されています人権擁護委員大原美奈子氏及び大窪友行氏の令和８年３

月３１日付任期満了に伴う後任候補者について、引き続き大原美奈子氏及び大窪友行氏を

再任として推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求

めるものであります。 

　両氏の略歴等につきましては記載のとおりであり、人権擁護委員として適任であると考

えますので、御答申くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

◎議長（武田悌一氏）　これより、質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　質疑ないようですから、質疑を終了します。 

　お諮りします。 

　本案について、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　御異議なしと認め、討論を省略することに決定しました。 

　続いて、試問第２号及び諮問第３号の人権擁護委員候補者の推薦についてお諮りしま

す。 

　初めに、諮問第２号について、推薦に可とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　御異議なしと認めます。 

　次に、諮問第３号について、推薦に可とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　御異議なしと認めます。 

　以上、諮問第２号及び諮問第３号の人権擁護委員候補者の推薦については、可と答申す

ることに決定しました。 

　　──────────────────────────────────────── 

◎日程第１６　一　般　質　問 

　　──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏）　日程の１６　一般質問を行います。 

　一般質問については、池田議員ほか５人からの通告がありましたので、通告順により順

次質問を許可します。 

　２番池田議員、登壇願います。 

（２番池田真志氏　登壇） 

◎２番（池田真志氏）　議席番号２番、池田でございます。 

　令和７年第４回定例会に当たり、通告に従い質問をさせていただきますので、よろしく
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お願いいたします。 

　今年７月２０日に参議院議員選挙が執行され、自民党、公明党ともに議席を減らす結果

となり、衆参両院で過半数を割る少数与党となりました。この状況は１９５５年の自民党

結党以来初めてのことでありますが、石破首相は、比較第一党の責任は重いとして、続投

の意向を表明しました。 

　与党を過半数割れに追い込む原動力となったのは、国民民主党と参政党です。国民民主

党は、改選４議席から大幅に上積みして１７議席を獲得、改選１議席の参政党は、日本人

ファーストを掲げて、選挙区７、比例７の計１４議席を得る大躍進で、単独で法案を提出

することが可能となりました。 

　石破首相は、大敗した参院選から９月７日まで４９日間にわたり敗軍の将として政権を

維持しましたが、残念ながら辞意を表明することとなりました。この石破降ろしの裏で

は、石破辞めるなデモや議員会館の事務所に届いていた応援のメールがたくさんありまし

た。衆院選も参院選も敗北したのは、いわゆる裏金問題で批判を浴びた旧安倍派や旧茂木

派の不祥事が原因であります。 

　１０月４日、自民党総裁選挙が行われ、高市早苗さんが新総裁に選ばれるという結果に

なりました。自民党総裁選の直後に高市さんは、「全員に働いていただく。馬車馬のよう

に働いていただく。私自身もワーク・ライフ・バランスという言葉を捨てる」と発言しま

した。これまで働き方改革という言葉の下で時間外労働や長時間労働について、労働時間

は規制されてきていましたが、長時間労働の是正の流れに逆行するかのような発言とな

り、批判と称賛が入り交じる状況となりました。この発言により「働かせ改革」「働きた

い改革」という言葉も生まれています。 

　１０月２１日、政権史上初の女性総理大臣が誕生し、高市内閣が発足しました。この時

点で主要各社の世論調査による支持率は６０％台半ばから７０％台後半という高い水準で

あり、好調なスタートと言える状況であります。少数与党であることから連立政権は継続

するものと思っておりましたが、政治と金の問題、新しい自民党執行部への不信感、政策

面での対立を理由に、公明党は２６年間続いてきた連立を離脱しました。このことから、

ほかの野党との連立を模索し、最終的には１２項目による政策、施策についての実施を条

件とした合意書によって、日本維新の会との連立となりました。 

　このような経過により高市政権が始まり、１１月２１日に総合経済対策として２１兆円

という予算が提示されました。しかし、ガソリンの暫定税率の廃止、電気・ガス料金への

支援については決定されておりますが、その他の物価高騰対策については、いまだに検討

中のままであります。経済対策の内容が明らかになっていない状況で、予算の額は決めら

れるのか疑問が残ります。このことについて、表面では積極財政と呼ばれておりますが、

裏では放漫財政と言う人も出てきており、財源観は非常に心配と言われております。 

　１１月２３日に国会議員の歳費引上げに関する報道があり、その内容については月額５

万円を引き上げるという法案が検討されていると報じられ、国民からは反発感情が噴き出
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しています。引上げ時期については、次の国勢選挙とのことです。現在の国会議員は、衆

議院が４６５人、参議院が２４８人で、合計７１３人となっております。この人数で概算

を出しますと、年間で６億円以上の予算が必要となります。この財源は一体誰が負担する

ことになるのでしょうか。 

　しかし、このことについても情報が錯綜しており、事実が確認できておりません。歳費

引上げの前に連立の条件となっている定数削減の議論が先だと考えます。この定数削減に

ついても、最近になり、やっと内容が報じられるようになりました。 

　また、国会で台湾有事が存立危機事態になり得ると発言したことが大混乱を招いてお

り、中国との関係が急速に悪化しています。この発言により、中国から日本への渡航自

粛、中国での邦画の上映禁止、日本製化粧品の不買、さらには、つい最近に緩和され再開

したばかりの日本産水産物の中国への輸出についても当面停止するとのことで、道内にお

いてもいろいろな影響が出ております。この発言との関係は分かりませんが、中国の戦闘

機が日本の戦闘機にレーダーを照射するという事案が起こりました。この事案は、１２月

６日、沖縄県の南方沖で２回発生しております。日本と中国のそれぞれで抗議をしてはい

ますが、双方の言い分には食い違いがあり、両国の緊張をさらに悪化させています。 

　このように国内、国外ともに不安や危機感を抱える状況と思われますが、国民の安全・

安心を確保するための国政執行に期待するところです。 

　それでは、質問に移りたいと思います。 

　今年１月２８日に埼玉県八潮市において大規模な道路陥没事故が発生しました。トラッ

ク１台が陥没した穴に転落し、運転手が安否不明となりました。原因は呼び径４.７５

メートルの下水道管の破損と見られ、陥没に伴う雨水管の崩壊で川の水が逆流したことが

重なって運転席付近にまで水がたまり、さらには地盤が救助用重機の重さに耐え切れず、

新たな陥没が現場付近に生じる自体となった結果、運転手の救助が難航しました。また、

７都府県に下水道管路施設に対する緊急点検と補完的に路面下空洞調査の実施が要請され

るきっかけとなりました。 

　この事故の影響として、陥没地点の周辺の道路には交通規制が設けられました。また、

同日にガス漏れの危険が予想されることを理由に、陥没地点から半径２００メートル以内

の約２００世帯に対し、避難勧告が発表されました。 

　破損した下水道管に土砂が流れ込んでいると見られており、下水道管がつながっている

三郷市の中川水循環センターでは、流入する下水が減少しました。 

　また、この事故現場に流入する下水が水没や穴の拡大を引き起こし、救助活動の妨げと

なったほか、汚水があふれる可能性も指摘されました。これを受け、１月２９日、埼玉県

庁は、草加市を含む９市３町、約１２０万人に対して下水道法第２５条の２７に基づく流

域下水道の使用制限を発表しました。 

　ＮＴＴ東日本は、陥没事故により、地中に埋まっているケーブルが断線したと発表しま

した。これにより、インターネットや電話がおよそ１,３００回線、固定電話がおよそ３
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００回線、利用できない状態となりました。 

　このように、広範囲にわたり大きな影響が出る大事故となりました。この事故の復旧に

当たる費用については、埼玉県議会において補正予算が提出されていますが、破損した下

水道管の仮復旧をはじめ、工事に伴う通行規制で休業や売上げが減少する店舗の補償など

で３９億円が計上されました。 

　その後も、規模は異なりますが、全国各地で陥没事故が発生しており、道内においても

札幌市清田区にて原因不明の陥没事故が発生しております。 

　令和３年１１月には、ここ三笠市においても道路陥没事故が発生しております。場所は

道道岩見沢桂沢線の本町であります。この事故では乗用車１台が転落し、３名の方が重軽

傷を負っています。原因は、水道や下水道の管ではなく、道路の下を横断する排水管の破

損であります。この原因の調査にも時間がかかるとともに、復旧にも相当の時間を要しま

した。 

　また、埼玉県八潮市の事故をきっかけに、国土交通省から国道４,７３９か所で地下の

空洞を確認し、１１９か所で陥没するおそれが高かったとする調査結果を発表しました。

自治体別の内訳は公表されませんでしたが、この１１９か所全てで修繕に着手し、完了を

急ぐこととなり、道路インフラの維持管理の強化が急務となっています。 

　水道事業においても、管の老朽化によって多くの事故が発生しております。岩見沢市北

村地区では、水道管からの漏水による断水や水圧の低下が発生しました。留萌市では、送

水管が破損したことにより、市内全域で水道水が濁る状況となりました。このほかにも下

川町の１,５００世帯で断水、礼文町の約５００世帯で断水するなど、水道管の老朽化に

よる大きい影響がありました。いずれの場合も、復旧には数日間を要しております。 

　さて、本題の質問になりますが、当市の水道管及び下水道管の老朽化の現状について、

どのように捉えているのかお聞きします。 

　以上で登壇での質問を終わりますので、御答弁のほどよろしくお願いいたします。 

◎議長（武田悌一氏）　それでは、水道事業及び下水道事業の運営について答弁願いま

す。 

　建設部長。 

◎建設部長（松本裕樹氏）　水道管及び下水道管の老朽化の現状につきまして、私から答

弁させていただきます。 

　水道管及び下水道管の老朽化の割合につきましては、令和６年度末で水道管の管路延長

が１４６.８キロメートルあり、そのうち法定耐用年数４０年を超えた管は４５.１キロ

メートル、老朽化の割合は３０.６９％となっております。 

　下水道管につきましては、雨水管の管渠延長が１６.６キロメートルございまして、そ

のうち昭和４０年後半に都市計画事業で設置した都市下水路１.４キロメートルを公共下

水道に編入しており、その部分が法定耐用年数５０年を超えており、この結果、雨水管全

体の老朽化の割合は８.９％、汚水管につきましては管路延長９０.０％のうち、法定耐用
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年数を超えた管はございません。 

　また、管理につきましては、水道管は漏水調査を行い、日々の送水日報により送水量に

異常がないか監視を行っているところであり、管路の更新につきましては三笠市水道施設

耐震化計画に基づき、現在、更新工事を進めている状況でございます。 

　下水道の調査につきましては、下水道法で５年に１度、腐食のおそれが大きい箇所につ

いて点検が義務化されており、直近では令和６年１１月に点検を実施し、安全性を確認し

ております。 

　以上です。 

◎議長（武田悌一氏）　池田議員。 

◎２番（池田真志氏）　水道事業及び下水道事業は企業会計が導入されていることから、

その会計システムにおいては固定資産台帳の整備が義務となっております。老朽化の捉え

方については、その固定資産台帳に登録されている耐用年数によってそれを超えているも

のが老朽化の対象となると考えます。水道管では約３０％が老朽化の対象となっています

が、布設されている場所、埋められている深さ、それから管の材質によっては若干の誤差

が生じるものと思いますが、それを掘り起こして確認することができないのが現状であり

ます。 

　また、老朽化の管路延長が４５.１キロとのことです。管の更新工事では１００メート

ルで約１,０００万円前後の費用がかかると思われますが、現状の老朽化の距離から換算

すると約４５億円が必要となります。その更新工事を順当に進めたとしても数年はかかる

と思われ、また、その工事に並行して、新たに老朽化の対象となる水道管が出てくるもの

と思われます。 

　下水道管については、耐用年数が５０年ということで、雨水管でそれを超えているもの

が若干ありますけれども、今のところは不安材料はないものと思われます。下水道事業は

西城市長が当時の担当者であり、精力的に進めていただいたことを記憶しております。私

も水洗化台帳という、システムと呼べるかどうか分かりませんが、そのようなシステムを

開発して、微力ではありますが協力した記憶が残っております。 

　少し話がそれましたが、水道管については漏水調査を実施し、下水道管については定期

的に点検を実施しているとのことで、今後も継続した対応をよろしくお願いするところで

す。 

　次に、関連する質問に移りたいと思いますので、答弁をお願いします。 

　今年９月に、ある月刊誌に「北海道内市町村「上・下水道」老朽化率ワーストランキン

グ」という記事が掲載されていました。このランキングでは、三笠市の水道は７１位、老

朽化率は２５.４％となっております。さきに答弁していただいた老朽化率とは若干異な

りますが、それは総務省が発表している地方公営企業決算の経営指標算出元データを基に

していることが理由と考えられます。 

　このランキングで気になった点は、５位に桂沢水道企業団が入っていることです。桂沢
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水道企業団の老朽化率は６０.７％と非常に高い数字となっています。また、下水道につ

いては答弁にもあったとおり、老朽化の割合が少ないため、このランキングには入ってお

りません。 

　このことに関連した質問ですが、桂沢水道企業団の水道管の老朽化による三笠市への影

響についてどのようなことが考えられますか。 

◎議長（武田悌一氏）　建設部長。 

◎建設部長（松本裕樹氏）　桂沢水道企業団の水道管の老朽化の割合につきましては、令

和６年度末で導水管の延長が８.３キロメートルあり、法定耐用年数４０年を超えた管は

２.７キロメートル、老朽化の割合は３２.１％、送水管の延長は２４.４キロメートルあ

り、法定耐用年数４０年を超えた管は１７.４キロメートルで、老朽化の割合は７１.４％

となっております。 

　ただ、これら法定耐用年数を超えた水道管につきましては、内面ライニング工法により

耐食性を高め、長寿命化が図られております。 

　また、老朽化による大規模な漏水が発生しても、導水管及び送水管とも二条別ルートで

布設されておりますので、当市への被害リスクは低減されるものと考えております。 

◎議長（武田悌一氏）　池田議員。 

◎２番（池田真志氏）　耐用年数を超えた水道管については、長寿命化が図られて、災害

時の対策も施されているとのことで、安心できる状況であると思われます。 

　災害対策の二条別ルートについては、二条管や二重管と呼ばれているものですが、実際

に見たことがないのでちょっとイメージできませんけれども、通常使用している管に異常

が発生した場合に補助的な役割を果たして、安全性や信頼性を高めるものと認識しており

ます。 

　去る１１月２４日に沖縄県で水源のダムと浄水場の間の導水管が破裂したことにより、

１７市町村に及ぶ大規模な断水となり、復旧には数日を要しております。この断水の間

は、飲食店は休業を余儀なくされ、トイレの使用について制限されたことによって、一般

家庭、それからモノレールの駅や空港でも支障が発生しました。桂沢水道企業団と三笠市

の水道については、この沖縄県の水道と類似した位置関係にあると思われることから、こ

の質問をさせていただきました。 

　次の質問ですけれども、ＰＦＡＳ（ピーファス）、これは有機フッ素化合物の総称と

なっておりますが、これについて全国各地で検出されている状況が増えています。当市で

は、その検査などをどのように行っているか、また、安全性を確保するための対応はどの

ように行っていますか。 

◎議長（武田悌一氏）　建設部長。 

◎建設部長（松本裕樹氏）　ＰＦＡＳの検査につきましては、桂沢水道企業団におきまし

て原水の検査を実施しており、基準値０.００００５ミリグラム・パー・リッター以下に

対し、基準値を下回る定量下限値未満となっております。 
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　また、来年度からは三笠市水質検査計画を見直し、末端の蛇口で採水を行い、検査を実

施することで、より安全性を高めてまいります。 

◎議長（武田悌一氏）　池田議員。 

◎２番（池田真志氏）　水質の安全性については、桂沢水道企業団で原水の検査を実施し

ており、三笠市においても水質検査によって安全性を強化するとのことで、こちらについ

ても安心できる状況であると思われます。 

　過去に三笠市において、平成１７年に有害物質のジクロロメタンが水道水に混入する事

故が浄水場で起きております。有害物質が水道水に混入することについては、もちろんの

こと問題がありますが、この事故では発生してから数日間は住民への周知がなかったこと

が大きな問題であると考えます。今後も安全性の確保に努めていただくほか、二度と同じ

ような事故が起きることのないよう対応をお願いします。 

　次は下水道に関する質問になりますが、下水道管の許容量について、大雨や豪雨などで

水量が増えることが想定されますが、どの程度の水量になると下水道管があふれるのか、

基準はありますか。 

◎議長（武田悌一氏）　建設部長。 

◎建設部長（松本裕樹氏）　下水道管の一般的な降雨強度は、国の補助要件とされている

７年確率を用い、時間当たりに換算いたしますと、雨量は時間３３ミリを基準としており

ます。 

　当市では、令和元年８月に時間７３.５ミリの記録的短時間大雨情報が発出されたこと

もあり、令和４年度から着工した雨水管工事において計画降雨強度を１０年確率に変更

し、増強工事を進めているところであります。 

　また、近年、大雨により内水氾濫による浸水被害が全国的に多発していることから、昨

年度、図上で市内全域に時間１２５ミリの雨を降らせ影響を解析したところ、現在進めて

いる工事が完了すれば、深刻な浸水箇所は確認されませんでした。 

　しかし、気象次第では状況が変化する可能性もございますので、引き続き災害防止に向

け取り組んでまいります。 

◎議長（武田悌一氏）　池田議員。 

◎２番（池田真志氏）　今、答弁していただきましたけれども、数字を聞いてもイメージ

しづらいものがあるとちょっと感じます。しかし、雨水管の増強工事を進めており、シ

ミュレーションによっても危険箇所はないとのことで安心しております。 

　地球温暖化の影響によって、今年の夏には北海道でも初めて線状降水帯が発生しまし

た。来年以降も線状降水帯の発生が予想されるものと思って、この質問をしました。最近

は、ＪＰＣＺという聞き慣れない言葉も出てきております。ＪＰＣＺとは日本海寒帯気団

収束帯のことで、冬型の気圧配置で強い寒気が南下すると朝鮮半島の北側にある高い山で

一旦東西に分かれます。その寒気が再び日本海で収束し、発達した雪雲となって北陸など

の日本海側に大雪をもたらすもので、北海道においても発生する可能性があるとされてい
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ます。この線状降水帯やＪＰＣＺの発生については、大雨や豪雨をもたらすものと思われ

ますので、今後も注意が必要と考えております。 

　次の質問になりますけれども、第９次三笠市総合計画に新たに登載されたデジタル技術

導入研究事業について、これまでの進捗はどうなっているかお聞きしたいと思います。 

◎議長（武田悌一氏）　建設部長。 

◎建設部長（松本裕樹氏）　デジタル技術の導入について検討しているものは２点ござい

ます。 

　１つは、水道メーターに通信機能を持たせ、各家庭を訪問せずに検針が可能になる技術

で、これまでの取組といたしましては、試験的に数軒、スマートメーターに取り替え、電

波が正常に伝わり水道課のシステムに届くかどうかの実証実験を現在している段階でござ

います。今後、国の補助金などの動向も踏まえながら、スマートメーターの更新に着手し

たいと考えております。 

　２つ目は、水道管の漏水を人工衛星とＡＩを活用して漏水箇所を発見する技術でござい

まして、開発した事業者から精度や料金面、また、実際に導入した自治体の事例などにつ

いて調査・研究を行っている段階でございます。 

◎議長（武田悌一氏）　池田議員。 

◎２番（池田真志氏）　１つ目の水道メーターの関連については、スマートメーターと呼

ばれているものですが、これは既に北海道電力で採用されておりますので、聞き覚えがあ

ると思います。このスマートメーターには数種類あることと、それから検針した結果の

データ、これを収集する方法も数種類あるということで、その運用方法はいろいろと考え

られるものと思われます。今後採用する場合には、三笠市の現状に合わせて最も効率のよ

い運用方法を検討していただきたいと思います。 

　もう一つの漏水調査の関係については、宇宙水道局と呼ばれているものと思われます

が、水道インフラの課題解決に取り組み、持続可能な水道事業の実現を支援することに優

れているものです。この事業者の名前は出しませんけれども、２０２３年のサービス提供

開始から１年半で２０を超える自治体に採用されている実績があります。スマートメー

ター及び宇宙水道局については、その効果は実証されていますので、導入する場合には予

算の確保が課題となると思われます。これらについては、その点も踏まえて今後も研究を

お願いしたいと思います。 

　次に、水道及び下水道については、市民負担についての議論は避けては通れないことか

ら、その関連について質問します。 

　水道及び下水道の今後の料金値上げに関する考え方はどうなっているのでしょうか。 

◎議長（武田悌一氏）　建設部長。 

◎建設部長（松本裕樹氏）　料金の改定につきましては、おおむね４年から５年ごとに実

施しており、今後も水需要の減少や施設更新の費用の増額が見込まれる中で、独立採算が

求められる水道及び下水道事業会計を維持していくためには、料金改定が必要となりま
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す。 

　一方、現在の物価高騰などにより、市民の皆様の家庭が大変苦しい状況であることを考

慮し、このような状況下で持続可能な水道事業及び下水道事業会計の安定経営を目指し、

何とか工夫して料金の改定幅を抑えられないか検討しているところでございます。 

　また、国のアドバイザー事業を活用し、専門的な助言をいただきながら、将来の経営見

通しを踏まえ、慎重に検討してまいります。 

◎議長（武田悌一氏）　池田議員。 

◎２番（池田真志氏）　水道事業と下水道事業については、地方公営企業法の規定によっ

て独立採算制が求められるところですけれども、多くの自治体では、多かれ少なかれ一般

会計からの繰入れによって会計を維持しているのが現状であると捉えています。 

　北海道の試算による結果が今年の３月に発表されていますが、道内では８８の自治体で

水道料金の値上げが必要であるとされています。下水道使用料についても同様の状況であ

ると思われます。 

　ここ数年の新聞報道では、芦別市の水道が２０％の値上げで、これは２０年ぶり、それ

から隣の岩見沢市でも水道料金の値上げに踏み切っています。北見市では、市全体の財政

状況が厳しいことから、水道料金についても値上げの検討を行っております。つい最近で

は深川市でも水道料の改定が報道され、その値上げ率は２９.３％となっております。下

水道では札幌市が来年１０月に値上げを予定しており、値上げ率は２３％と報道されてお

ります。 

　有識者でつくる一般社団法人水の安全保障戦略機構では、現状の運営方法では水道事業

の維持は困難で、抜本的な見直しが必要であるとの見解を出しています。三笠市において

も必要な料金改定を実施していただくことになりますが、なるべく据置きとなるような方

法がないか、引き続き検討をお願いしたいと思います。 

　次の質問ですけれども、料金抑制のために一般会計から一定の金額を補助、繰入れのこ

とですけれども、このことについて市民に対する説明と周知をしっかり行って行政側の努

力を評価してもらうべきと考えていますが、この点についてはどう考えていますか。 

◎議長（武田悌一氏）　建設部長。 

◎建設部長（松本裕樹氏）　一般会計の繰入れに関する基本的な考え方につきましては、

総務省から示されている通知に基づきまして繰入れを行っております。 

　水道事業会計では、高料金対策に要する経費、下水道事業会計では分流式下水道等に要

する経費となっており、これらについて一般会計から繰り入れていただくことで、国から

の地方交付税措置の対象となるものであります。 

　なお、市民に対する説明及び周知につきましては、料金改定時の市民説明会の中で丁寧

に説明させていただきます。 

◎議長（武田悌一氏）　池田議員。 

◎２番（池田真志氏）　市の水道料金や下水道使用料については、市民の方から高いと言
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われたり、なぜですかとよく聞かれることがあります。確かに高いと感じるところではあ

りますけれども、行政でも料金抑制のために一般会計から繰入れを行い、努力しています

と答えているところでございます。確かに安いとは感じられませんけれども、さきにあっ

た答弁のとおり、厳しい運営状況では致し方ないものと考えております。一般会計からの

繰入れについては、地方公営企業法の規定によって認められているものであります。それ

が問題となることはないと考えております。 

　さきにも述べておりますが、多くの自治体では、多かれ少なかれ一般会計からの繰入れ

によって会計を維持しているのが現状と思われます。この繰入れについて新聞報道された

自治体では、釧路市や芦別市などがあります。この繰入れで問題となるのは、資金に余裕

があるうちはいいのですが、資金が尽きた場合には、繰入れができなくなってしまうこと

で料金が大幅に値上げされることが懸念されます。 

　また、下水道への一般会計からの繰入れには、雨水処理のためのものがあります。これ

は雨水については公費負担の原則があるため、一般会計で負担するという考え方によって

繰入れを行うものです。このようなことを多くの市民の方にも理解していただきたいと思

い、この質問をしました。今後の市民説明会の中で、そのような説明を付け加えてほしい

と思います。 

　次の質問に進みたいと思います。 

　赤平市の取組について新聞報道がありました。これは現在の広域運営から市の単独で浄

水場を新設して運営する案を検討しているものです。このような料金抑制への取組に対し

て何か考えはありますか。 

◎議長（武田悌一氏）　建設部長。 

◎建設部長（松本裕樹氏）　今の御質問の先に、先ほどの繰入れの部分で少し追加説明さ

せてください。 

　一般会計からの繰入れにつきましては、料金を抑制するためのそれを目的とした繰入れ

ではなくて、地方公営企業法の第１７条に示されております、性質上料金で賄うのが適当

でない経費、また、収入のみでは客観的に困難な経費、例えば人口減少や過疎地域での水

道事業の効率化に、経営してもなかなか料金収入だけでは維持が難しいという部分で地方

公営企業法の中で繰入れが認められている理由というところでございますので、ちょっと

説明不足だったものですから、一応加えさせていただきます。 

　次に、赤平市の新聞報道でございますけれども、赤平市では、現在使用している浄水場

が令和２８年に使用期限を迎える予定であることから、対応策として市単独運営案と中空

知広域水道企業団からの受水案の比較検討を行い、その結果、市が新浄水場を建設して運

営を行っていくとの考えが示されております。 

　当市の場合、昭和３３年に桂沢浄水場から３市に通水を開始し、令和３年に新浄水場を

建て替え、その際の事業費は９０億６,３５０万円で、このうち当市の負担額は７億９,４

００万円でございます。 
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　一方、市が単独で浄水場を建設する場合の費用につきまして過去に試算を行った結果、

その額は約４７億円と試算されております。この点を踏まえ、現在の広域受水が当市に

とって経済的にも望ましいと判断しております。 

◎議長（武田悌一氏）　池田議員。 

◎２番（池田真志氏）　赤平市においては、このような取組が有利であることから、検討

していると思われます。三笠においては逆に不利になるのかなと思われますので、あくま

でも参考として捉えていただきたいと思います。 

　次も運営の関連で質問したいと思います。 

　水道事業の広域化についてもかなり前から検討されておりますけれども、今後の見通し

についてはどういうふうになっているかお聞きしたいと思います。 

◎議長（武田悌一氏）　建設部長。 

◎建設部長（松本裕樹氏）　水道事業の事業統合につきましては、桂沢水道企業団、岩見

沢市、美唄市と協議を重ねてきております。 

　しかし、コロナウイルスの影響や水道法の改正による台帳整備など、優先すべき業務が

あったため、一時中断している状況でございます。 

　現在、全国的に使用水量の減少や節水機器の普及などの影響により、料金収入は減少傾

向にございます。また、施設の更新や耐震化が急務となっている中で、事業を担う職員の

確保が難しくなると見込まれるため、国では、事業統合や管理の一体化、施設の共同化な

どによる広域化を推進しております。 

　私どもも事業統合は必要であると考えておりますので、企業団、構成市と協議しなが

ら、引き続き検討を進めていきたいというふうに考えております。 

◎議長（武田悌一氏）　池田議員。 

◎２番（池田真志氏）　水道事業の広域化に求められるものは、料金抑制であると考えて

います。広域化によって、それが実現可能であれば、早期実施に向けて検討を進めてほし

いと思います。 

　次で最後の質問となります。 

　壇上で述べた埼玉県八潮市の道路陥没事故を受けて、下水道から合併浄化槽へ転換する

取組も増えてきているようです。災害にも強く、今後の費用負担も軽減できる可能性があ

り、有効な取組と考えられますけれども、このことについて何か考えがありましたらお願

いします。 

◎議長（武田悌一氏）　建設部長。 

◎建設部長（松本裕樹氏）　合併浄化槽につきましては、家庭ごとに設置され、独立して

機能する施設であるため、下水道管の破損による道路の陥没などのリスクを軽減できる可

能性はございます。また、下水道管に対する広域的な維持管理が不要となることから、市

の管理負担を軽減できる利点もございます。 

　一方で、設置費用や維持管理費を各家庭で御負担していただく必要があるため、市民負
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担の増加につながる可能性がございます。また、適切な維持管理が行われない場合、環境

に悪影響を及ぼすリスクが懸念されます。下水道事業は、汚水処理だけではなく、公共用

水域の水質保全に寄与する重要な事業であり、多くの費用と時間を要するものではござい

ますが、この点を踏まえて、現段階では合併浄化槽への転換は検討しておりません。 

◎議長（武田悌一氏）　池田議員。 

◎２番（池田真志氏）　今週の月曜夜に青森県東方沖を震源とする最大震度６強の大規模

な地震が発生しました。道内においても広範囲において揺れを感じ、三笠市では震度４と

発表されました。このような震度の強い地震が発生した場合に、下水道管の老朽化が進ん

でいた場合には損壊などが考えられます。下水道管が損壊した場合は、復旧に時間がかか

るばかりではなく、その間は日常生活においても多大な支障が出ると思われます。 

　下水道から合併浄化槽への転換については、災害対策と料金負担の軽減が大きな目的と

考えております。ただ、三笠市の下水道施設においてはまだ減価償却を終えていないとの

ことですので、国からの補助金などの規制から、ほかのものへの転換はちょっと難しいも

のと思われます。一つの例として下水道について挙げましたが、水道についても同様のこ

とが想定されるものと思われます。このことについても、料金負担の軽減策の一例として

捉えていただきたいと思います。 

　水道料金や下水道使用料のことは、移住・定住政策にも何らかの影響が出るものと考え

られることから、今後の三笠市の重要な課題であると考えます。 

　水道事業では、有収率という数字があります。この有収率は、徐々にではありますが、

上昇してきており、令和６年度の決算では７６.５％となっております。道内の町村では

有収率が５０％前後というところもありますので、三笠市の有収率は高いほうであると思

われます。今後も、限られた予算ではあると思いますが、建設改良工事を進めていただ

き、有収率が下がることのないように努めていただきたいと思います。 

　最後になりますが、水道及び下水道については、今後も末永く使用されていくものであ

りますので、安全性と安定供給を確保しながら、なるべく安くなるような検討、工夫をし

て運営していただきますようお願いしたいと思います。 

　これで私の質問は終了します。答弁ありがとうございました。 

◎議長（武田悌一氏）　以上で、池田議員の質問を終わります。 

　この後の一般質問を保留し、昼食休憩に入りたいと思います。午後１時から会議を再開

いたします。 

休憩　午前１１時３７分　　 

再開　午後　１時００分　　 

◎議長（武田悌一氏）　休憩前に引き続き、会議を開きます。 

　一般質問を継続します。 

　６番畠山議員、登壇願います。 

（６番畠山宰氏　登壇） 
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◎６番（畠山　宰氏）　令和７年第４回定例会に当たり、通告順に従い質問させていただ

きますので、御答弁のほどよろしくお願いいたします。 

　先月、総合常任委員会として行政視察に行ってまいりました。このたびの視察先の内容

も一部踏まえながら質問させていただきます。 

　１つ目に、人工知能（ＡＩ）についてお伺いいたします。 

　近年、自治体における相談業務は、多様化、複雑化しているケースもあるかと思われま

す。子育て、介護、福祉、税務、生活困窮相談など、住民の抱える課題は広範囲にわた

り、また、場合によっては、相談の時間帯も平日昼間に限らず、夜間や休日を希望される

方もいるのではないでしょうか。 

　自治体によっては公式ウェブサイトにＡＩチャットボットを導入し、住民が２４時間３

６５日、必要な行政情報にアクセスできる環境を整えており、問合せの初期対応をＡＩが

担うことで職員さんの負担軽減と迅速で正確な情報提供を両立させているところもあるよ

うです。時間や場所を問わず、子育ての補助金、ごみ出しのルール、道路や公共施設に関

する問合せなど、日常的な疑問に即時に回答を得ることが可能となっております。また、

ＡＩが相談内容を蓄積し、分析することで、寄せられるニーズの傾向を把握し、行政サー

ビス改善に役立てることができる点も利点の一つです。 

　例えば、特定の季節に問合せが集中する内容、制度変更に伴い迷いやすい項目、さらに

は御高齢者が多く使用する相談分野などをＡＩが自動で抽出し、重点的に周知すべき領域

や業務改善の方向性を見える化する効果が期待できるかと思われます。 

　当市でも既に導入しているかと思いますが、内部業務へのＡＩ導入により、職員さんが

行う文書作成補助など、効率化が進められているところもあるかと思われます。これによ

り、職員さんが本来注力すべき対面相談や、専門的判断を要する業務に集中できる環境が

整いつつあるのではないかと思われます。 

　先進的にＡＩを導入している自治体は、あくまで職員と住民のコミュニケーションを補

完するためのものであり、市民一人一人に寄り添う丁寧な行政サービスを維持しつつ、限

られた人員でも継続可能な体制を構築するための重要な手段となりつつあるように思われ

ます。 

　視察先の奈良県葛城市では、このＡＩシステムを教育分野に展開し、児童生徒用タブ

レットにアプリとして搭載し、ＡＩマスコットが児童の質問に答える形式で、親しみやす

く自然な対話が可能となるシステムが構築されておりました。中学校卒業後、何歳になっ

てもこのアカウントを使用できるようになっており、学校の授業時間であるホームルーム

の中に一定の時間使用するときを確保しておりました。 

　葛城市が行っているＡＩ相談というのは、ＡＩが自動的に動くものではなく、ＡＩを利

用する相談体制の構築であり、この相談システムの教育分野への導入の目的も、ＡＩ相談

で全てを完結するのではなく、一人一人の全ての児童生徒をつなげる仕組みであり、仕掛

けであり、重要なのは臨床心理士となる専門家の存在で成り立たせている点でありまし
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た。 

　取組の成果としては、学校からの声としては、ＡＩ相談導入前に比べ、課題の早期発見

や未然にトラブルを防ぐことができたケースが増え、大きなトラブルが減っていると感じ

ているということでありました。 

　近年、ＡＩ技術は急速に進化し、行政運営にも大きな変革をもたらす可能性を秘めてい

るかと思われます。住民サービスの向上、業務効率化、自治体の持続可能性の確保という

観点から、ＡＩの利活用について目が向けられていく可能性があるかと思われます。将来

的には、住民相談の一時対応や災害時の情報整理、事務作業の自動化、地域課題の分析な

ど、多方面で行政負担の軽減と質の高いサービス提供が期待されていくのではないでしょ

うか。特に人口減少が進む中、限られた職員体制でも安定した行政サービスを維持するた

めには、ＡＩの活用は大きな支えとなり得る可能性もあると考えられます。 

　一方で、ＡＩの導入には課題も存在していると思っております。まず、情報の正確性や

判断の透明性、データの取扱いに関する安全性、そして住民の理解と信頼の確保が不可欠

であります。誤った情報提供が行われた場合の責任の所在、個人情報の管理体制など、制

度的な整備も求められることになるかと思われます。また、導入後の運用を担うスキル向

上やＡＩに過度に依存しない体制づくり、導入するに当たってコストや、ほかにも何か弊

害になることはないのか吟味することも必要になってくると思われます。 

　そこで１つ目の質問ですが、今現在、ＬｏＧｏＡＩアシスタントｂｏｔ版の活用がなさ

れているかと思いますが、今後、市民が利用する形態で業務軽減につながるようなＡＩ活

用・導入は考えておられるのか、お聞かせ願います。 

　２つ目に、三笠市のＰＲ拠点についてお伺いいたします。 

　行政視察先の一つとして、このたびは和歌山県にある民間事業者へも視察に行ってまい

りました。和歌山県にあるキミノーカは、紀美野町において農業の価値を再発見し、地域

の課題解決と持続可能な農村づくりを目指して活動している先進的な農業ベンチャーであ

りました。特に、地域資源の活用と六次産業化を通じて、農業を軸とした新たな地域活性

化のモデルを提示している点に注目してまいりました。 

　農業生産だけではなく、加工・販売を一体的に行う六次産業化を推進しており、その代

表例がジェラート製造であります。自社農園で栽培した果物や地域産の素材を活用し、新

鮮で高品質なジェラートを加工・販売することで、農産物の付加価値向上に成功していま

す。これにより、農家としての収益改善だけではなく、紀美野町の魅力発信にも寄与して

おられました。 

　農業を体験し、地域を知ってもらうことにも力を入れており、観光客や若い世代に向け

た農業体験プログラムを実施し、農作業や農産物の収穫する機会を提供しておられまし

た。これらの体験は、農業の楽しさや地域の価値を実感してもらうきっかけとなり、移住

や関係人口の増加にもつながることが期待されるかと思われます。 

　また、農産物の共同出荷や加工品開発など地域全体の産業振興にも寄与しており、特に
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若い担い手の育成や新しい発想を取り入れた農業モデルを構築し、地方における農業の可

能性を広げておりました。 

　キミノーカの取組は、農業の再生と地域振興を両立させる魅力的な事例であり、大変参

考となるものであるかと思われます。六次産業化による付加価値創出、観光との連携、担

い手育成など、多方面にわたる実践は人口減少が進む地域において重要な視点と言えるの

ではないでしょうか。 

　多くの人をまちに呼び込むようになった店舗の影響で、町内には土日営業をメインにし

たパン屋やカフェ、ギャラリーなどのお店が増え、そして、町自体に興味を持ち、移住し

たいという人が増加傾向にあるということで、一つの店舗から様々な影響を与え始めてお

り、過疎地域において、よきモデルの一つとなっていると言えるかと思います。 

　山奥にある一つの店舗から大きな波及効果を与えることができる事実に励みを受け、当

市でも毎年数十万人の入り込み客がある道の駅や高校生レストラン周辺施設において、食

をテーマとした情報の発信拠点として成長している最中であり、食のまちとしての今後の

ますますの飛躍に大きく希望と期待を持っていきたいと思っております。 

　そこで、２つ目の質問ですが、三笠市のＰＲ拠点の一つとなっている道の駅についてお

伺いいたします。 

　三笠観光協会が特産品などを扱う売店を「食の蔵」内に移転させたことにより、現在の

ところファームセンター内に空きスペースが生じている状態であるかと思われますが、今

後の活用方法があればお聞かせ願います。 

　３つ目に、三笠市かわまちづくり計画についてお伺いいたします。 

　近年、全国の自治体において、かわまちづくりが進展しております。水辺空間を利活用

した地域活性化の取組であり、河川を単なる治水施設として捉えるのではなく、地域のに

ぎわいや日常の憩いの場として再評価しようとするものです。全国では、市民活動や民間

の事業参入が容易になり、従来では実現が難しかった取組が各地で形になりつつありま

す。 

　全国的な動向を踏まえると、かわまちづくりは単なる河川整備ではなく、地域の価値と

魅力を水辺から再構築するまちづくりであると思っております。地域の自然や歴史を生か

しながら、市民にとって身近で使いやすく、観光や交流人口の拡大にも寄与する取組とし

て、様々な自治体が長期戦略に位置づけており、今後、地域独自の特徴を生かしつつ、民

間、市民、行政が一体となった持続可能な水辺活用がさらに求められると考えます。 

　そこで３つ目の質問ですが、今年度の当初予算において、幾春別川の河川空間におい

て、三笠市の特色ある地域資源を生かした水辺整備や利活用による新たなまちのにぎわい

づくりを創出するため、三笠市かわまちづくり計画策定のための予算措置がなされました

が、現段階においてどういった進捗状況であるのかお聞かせ願います。 

　以上で、登壇での質問を終了します。御答弁のほどよろしくお願いいたします。 

◎議長（武田悌一氏）　それでは、初めに、人工知能（ＡＩ）について答弁願います。 
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　総務福祉部長。 

◎総務福祉部長（三好智幸氏）　それでは、私のほうから、ＡＩの活用の部分、御答弁さ

せていただきます。 

　ＡＩの活用につきましては、令和７年第３回定例会におきまして池田議員から通告質問

をいただいておりまして、若干重複した答弁となりますが、お許しください。 

　まず、地方自治体のＡＩの導入につきましては、国、総務省になりますが、令和２年１

２月に自治体ＤＸ推進計画が策定され、様々な自治体に関わるデジタル活用策が示されま

して、その一つとしてＡＩの導入・活用が重点取組事項として位置づけられたところでご

ざいます。 

　そのような状況を踏まえまして、当市としましても、自治体向けの対話型人工知能（Ａ

Ｉ）「ＬｏＧｏＡＩアシスタントｂｏｔ版」を令和６年４月より運用を開始したところで

ございます。デジタル技術を活用して行政業務の効率化を図るために、対話型人工知能

（ＡＩ）を導入し、議員が登壇でもございましたが、現在、文書作成や、それからアイデ

アの創出などに活用させていただいているところでございます。 

　さらなるＡＩの利用促進の試みとして、デジタル推進課で月２回、「ＬｏＧｏＡＩ通

信」と題しまして、全職員に対し例題を交えた利用方法をお知らせして、さらなる使用を

促しているところでございます。 

　そこで、今後につきましては、ＡＩに限らずデジタル技術につきましては、日進月歩で

進化しているというふうに認識しているところでございます。できるだけ後れを取らない

取組に努めてまいりたいと考えているところでございます。 

　以上です。 

◎議長（武田悌一氏）　畠山議員。 

◎６番（畠山　宰氏）　今後あらゆる分野においてＡＩの導入がなされていくような時代

に入ってきたのかなというふうに、私、思っておりますけれども、職員さんの業務効率

アップですとか、業務軽減につながるようなシステムが導入されていけばいいのかなとい

う感度ではありますけれども、例えば、私、先ほども触れましたけれども、当市のホーム

ページにおいてＡＩチャットボットの導入の可能性についてはいかがでしょうか。 

◎議長（武田悌一氏）　企画財政部参事。 

◎企画財政部参事（坂　保徳氏）　ホームページにＡＩチャットボットを導入するという

ところで、検討はしてきたところでございます。業務の効率化というところは、まず目指

すべきところというふうに考えておりますけれども、第一に考えるべきは市民サービスの

向上であるというふうに考えてございます。 

　導入に当たりましては、閉庁日でも問合せへの対応が可能になるという利点はあります

けれども、ＡＩとはいえ、市のホームページからの回答には正確性が求められてくるとこ

ろでございます。公式ホームページからの誤情報の提供というのは、住民に混乱を与える

だけではなく、市への信頼を損なう形になってしまいます。そこで、正確な回答を導き出
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すためには、ホームページ内にあります膨大な過去のデータを整理する必要があること、

多岐にわたる住民ニーズに対応した情報の作成が必要となり、そこに係る職員の業務負担

は避けることができないことから、現状でのホームページの検索機能もあることから、導

入に至っていないというところであります。 

　また、導入に係ります経費、維持経費も必要となってきますので、その点も検討を行い

ながら、費用対効果を考えて導入に踏み切れていない状況にあります。 

　チャットボットによる応答の導入市町村は、年々少しずつ増加してきていますが、都道

府県や政令指定都市では若干減少している傾向も見られますので、導入自治体の状況等を

調査しまして、引き続き検討していきたいというふうに考えているところでございます。 

◎議長（武田悌一氏）　畠山議員。 

◎６番（畠山　宰氏）　既にそういった議論、また、検討の段階に入っていることをお聞

きしました。業務効率化につながればいいのですけれども、御答弁にありましたとおり、

一時的なのかもしれないですけれども、ある一定の時間この導入に向けてかなり労力を入

れなければいけない部分もあるのだなと思いますけれども、これによって多大な業務が発

生してしまうこの現実が果たしてどうなのかなという、そこは苦労しなければいけない部

分なのかも分からないですけれども、何かを導入するために、さらに業務が多大になって

しまうという現実もあるなというのは、なかなか私としても強くこれ以上言えないなとい

う部分もありまして、その辺は御容赦いただきたいと思うのですけれども、ただ、そうい

う時代になっていくのかなという気はしております。 

　また、もう一点お聞かせ願いたいのですけれども、視察先で導入されておりました、こ

れは教育分野に導入されていたのですけれども、児童生徒への生成ＡＩを活用した相談支

援が構築されていたわけでありますけれども、教育分野についてもこういった独自の導入

の仕方が進められているところも出てきておりまして、例えば、こういった可能性という

のはいかがでしょうかね。 

◎議長（武田悌一氏）　教育次長。 

◎教育次長（柳谷　忍氏）　まず、現在の小中学校におけます生成ＡＩの活用状況に関し

てでございますけれども、文部科学省が生成ＡＩの活用に関するガイドライン、こちらの

ほうを昨年末に改訂いたしまして、児童生徒の学習活動における利活用ですとか、教職員

の公務における利活用について基本的な考え方を示しております。その中で教職員が生成

ＡＩの仕組みや特徴を理解し、児童生徒が学習活動で利活用する場面では、そのリスクや

懸念についての対策等を講じた上で利活用を進めていくべきとされてございます。現在

は、文部科学省のホームページで公開されている生成ＡＩパイロット校、こちらの先行取

組事例や教員向けの研修動画、こちらを利用して理解を深めている段階でございます。 

　また、生成ＡＩの利用に関しましては、対象年齢が定められていたり、未成年は保護者

の同意が必要となるなど、利用に向けての課題もあることから、現在は１人１台端末、こ

ちらのほうにアプリケーションソフト等を入れずに利用させていないという状況でござい
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ます。しかしながら、生成ＡＩは今後必要な技術と認識しておりますので、国や道の動き

を注視しながら、周りの市町の状況も参考にして、利活用について研究していきたいと考

えております。 

　また、ＡＩ技術の利用という観点からですけれども、昨年度試行いたしまして本年度本

格導入いたしましたＡＩドリル、こちらのほうにつきましては１人１台端末で授業や家庭

学習に活用しております。これはＡＩが学習者の理解度を分析して、その人に合った最適

な問題を提供してくれるために、児童生徒は自分のペースで学習が行えると。また、自分

の苦手分野の克服や得意分野の伸長が期待できるというものでございます。また、教員

は、宿題の作成や採点の時間を削減し負担軽減できるとともに、児童生徒一人一人の理解

度を把握することができますので、今後も活用を続けることで児童生徒の個別最適な学び

を深めたいと考えております。 

　このようなＡＩ技術を生かしまして、小中学校における児童生徒への相談支援というこ

とでございます。 

　まずは相談支援におきましては、日頃から教職員による見守りや希望者へのスクールカ

ウンセラーとの面談を実施しております。また、それ以外の相談先として、子ども相談支

援センターにおける電話相談、それからメール相談、ほっかいどうこどもライン相談にお

けるＬＩＮＥを活用した相談、北海道教育委員会のウェブページに設置されているおなや

みポスト、空知教育局の電話相談、文部科学省のＬＩＮＥやチャットによる相談窓口な

ど、電話による対人の相談窓口のほか、メールやＬＩＮＥ、チャット等による直接対面で

会話しなくても相談できる窓口がございまして、相談の方法が増えてきている状況でござ

います。また、三笠高校においても同様な取組を行っているところでございます。 

　今回御紹介いただきました奈良県葛城市の生成ＡＩ、こちらを活用した相談窓口に関し

ましては、今後の生成ＡＩ活用の参考となる事例なのかなと考えてございます。 

　そこで、まずは詳細について確認させていただくとともに、教育分野への生成ＡＩの活

用が進んでいく中で、国や道の動きを注視して、近隣市町の状況も確認しながら、先行事

例等を参考に研究してまいりたいと考えているところでございます。 

　以上です。 

◎議長（武田悌一氏）　畠山議員。 

◎６番（畠山　宰氏）　教育分野ということでありましたけれども、ＧＩＧＡスクール構

想がスタートしている中で、児童生徒のためのシステム構築という意味では、ある意味、

親しみやすさが出やすい部分なのかなというところを感じております。子供たち、非常に

幼いうちからそういった環境の中で過ごしておりますので、我々よりも使いこなす子供た

ちが多い中で、利用率も非常に高い分野になるのかなと思っておりますので、触れさせて

いただきました。 

　いずれにしても、それぞれの自治体で独自性を構築してきている時代に入ってきている

と思っております。今後、ＡＩの進化が進む中で活用する場面も増えていくのだろうなと
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いうふうに思っているのですけれども、そして導入することで市のＤＸ推進、それから行

財政改革にもどのような位置づけとなっていくのか、導入するのであれば長期的なビジョ

ンも必要になってくる要素であるかというふうに思っております。 

　先ほど御答弁にもありましたけれども、総務省で自治体ＤＸ推進計画でしょうか、取組

事項として自治体フロントヤード改革の推進、これは住民と自治体の接点を実現していく

という部分だと思うのですけれども、各自治体の実情に応じた創意工夫でこういった新し

いものを考えていく流れになるのかなというふうに思っておりますけれども、先ほど特に

ホームページ上と、また、教育分野についての質問、この２点いたしましたけれども、こ

のほかにも住民と自治体の接点という形でＡＩを介していくような構想など、何か議論さ

れている部分はありますでしょうか。 

◎議長（武田悌一氏）　総務福祉部長。 

◎総務福祉部長（三好智幸氏）　先ほど答弁させていただいた総務省でつくっています自

治体ＤＸ推進計画、これの三笠市版というものを、今、デジタル推進課を中心に作成させ

ていただいています。ただし、今、庁内のデジタルの促進ということで、そういう視点で

まずは今年度中に作成を目指しているところで、そのほかに産業でありましたり、農業で

ありましたり、いろいろな部分でデジタル化を進めていかないと駄目な部分があると思い

ます。そちらの公務のほうのデジタルの計画をつくった後に、またそちらのほうの計画も

随時進めてまいりたいと考えているところでございます。 

◎議長（武田悌一氏）　畠山議員。 

◎６番（畠山　宰氏）　最近になって新聞報道でもよく見かけるようになりましたけれど

も、ＡＩに対する適切な使い方ということに関しても課題が出てくる部分なのかなと思っ

ております。自治体がＡＩを導入、扱う際にはそういったことは起こりにくいとは思うの

ですけれども、その辺も含めて今後どういった動きになるのかということが少し気になっ

た次第でありましたけれども、私、登壇でも先ほど課題について少し触れましたけれど

も、この分野、とてもたけている部分ではないので、なかなか難しい部分であれなのです

けれども、少し調べていく中で、こういったシステムがいろいろ導入されていくかと思い

ますけれども、増えることによって電力消費はどうなのだろう、電気料金に影響を与える

部分があるのだろうかという点と、こういったシステムを冷却するようなシステムも必要

になってくる時代になるのかなと。そうしますと、たくさんの水を使うことによって、そ

れを排出する際の住民への影響はあるのだろうかというところも、この辺全然詳しくはな

いのですけれども、そういったこともよく吟味しながら進めていく必要があるのかなとい

うところは触れさせていただいて、次の質問で終わりたいとと思います。 

◎議長（武田悌一氏）　人工知能（ＡＩ）についての質問はよろしいですね。 

◎６番（畠山　宰氏）　はい。 

◎議長（武田悌一氏）　それでは、次に三笠市のＰＲ拠点について答弁願います。 

　産業政策推進部長。 
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◎産業政策推進部長（中原　保氏）　それでは、私のほうから、三笠市のＰＲ拠点という

ことで、道の駅三笠と、御質問の「食の蔵」に移転した後の活用状況ということでござい

ます。 

　まず、観光協会について前段触れたいと思います。 

　御承知のとおり、令和５年５月に「一般社団法人北海道三笠観光協会」として、まずは

法人化したと。その後、ＤＭＯという部分で観光庁より候補法人登録させていただきなが

ら、その後いろいろな活動を経て令和７年３月に「登録観光地域づくり法人」、これはＤ

ＭＯですね、ということで正式に登録していただいたと。 

　食の蔵への移転につきましては、このＤＭＯの登録、それからＤＭＯの継続という部分

で、ＤＭＯ登録するところで必須要件になっていましたマーケティングという部分でこれ

をやりまして、そのデータ分析の結果、観光情報のさらなる発信が必要だとか、物販の強

化、ワインの試飲・販売、それから三笠市の最大の集客力、それからリピート率が高いと

いう部分で、より人の流れが多い食の蔵へ令和７年８月に移転したものでございます。 

　移転後、物販関係、令和６年と今年の令和７年の８月から１１月の４か月を比較します

と、前年より１２８％の売上げという部分で、まだ期間は浅いのですけれども、これから

も継続的にデータ収集・分析しながら必要な対応を図っていきたいなというふうに考えて

います。 

　それで、御質問の移転後の観光協会事務所の利活用という部分なのですが、現在、物販

関係は食の蔵に移転したのですが、スタッフの執務室は、食の蔵にそこのスペースがない

ということで、まだそのまま残して活用してございます。それから、今まで外の屋外の車

庫に置いてあったレンタサイクルをこの執務室のところに持ち込みまして、メンテナンス

だとか、あと利用者が来たときのガイダンスだとか、車両を展示したりとかというような

活用も図ってございます。それから、新しくワインだとかの試飲だとか物販をしています

ので、その保管だとか管理するという部分で活用を図っていると。それから、来客等もご

ざいます。それから、今、一生懸命新商品の開発等も行っているということで、ミーティ

ングしたり、来客の対応をしたりという部分で活用を図っているところでございます。 

　また、ワインの情報発信拠点として、活用も積極的に行っておりまして、ファームセン

ターの２階の研修室を利用したワイン講座だとか、ワインの検定の開催だとか、それから

北海道ワイナリー協会と連携しまして、栽培醸造技術研修会なども行っているところでご

ざいます。 

　今後も引き続きワイン関連事業の取組を強化してまいりたいというふうに考えてござい

ます。 

　また、次年度以降のさらなる活用としまして、やはりジオパークを中心とした各種ツ

アーの発着場所として使ってございます。それの待合だとかガイダンスの場所としても、

今まで外で待合等をしていたのですが、これを中でやるというような活用も想定してござ

います。 
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　現在、観光協会のほうはまだ人手不足という部分もあるので、食の蔵の売店のみを恒常

的に開けて運営しているような状況でございます。こちらを早期に解消しながら、観光の

総合のゲートウエーとして、観光だとかツアー情報の提供など市内の様々な情報発信を行

うことができる場所にしたいという取組を進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

　いずれにしても、道の駅三笠は、三笠市の出入口の場所ということもございまして、食

の蔵、飲食店、それから観光協会、コンビニのほか、隣接して宿泊温浴施設だとか、イオ

ン、パークゴルフ等も有しておりますので、このエリア一体として展開が可能である場所

ということもございますので、今後もいろいろ工夫しながら三笠市内へ人々が展開できる

ような、継続してつながれるような取組を進めてまいりたいというふうに考えています。 

　以上です。 

◎議長（武田悌一氏）　畠山議員。 

◎６番（畠山　宰氏）　観光協会が食の蔵へと移動されて、まだ１年は経過していないの

で、半年もたっていないところだと思うので、１年通じての様子を見ていく必要もあるこ

とを承知の上で、まず触れさせていただきました。 

　先ほど売上げは１２８％、これは増加したというふうなことだと思うのですけれども、

移動したことによって、特産品の売上げが上がり、また、全体の人の流れにも何か変化が

生じてきているということなのでしょうかね。それとも、食の蔵の影響、相乗効果といい

ますか、その点で特産品の売上げが伸びたのか、その辺何か分析されている部分ありまし

たら。 

◎議長（武田悌一氏）　産業政策推進部長。 

◎産業政策推進部長（中原　保氏）　売上げは伸びているという部分で、ただ、データを

取りましたら、移って観光協会の入り込みは少し落ちている状況なのですよ。これは、も

ともとのところは、要はラーメン屋さんだとかその辺からすっと入ってきて、そのまま出

るだとか、そういうのをカウントして、買わない人もカウントしているのですけれども、

今回は実際買った方、それが実質出ているので、ただ、落ちているといってもそんな大き

い部分ではないですので、あと、ほかのお店含めて、やっぱりコロナのときはかなり落ち

たのですけれども、観光協会があそこに出すことによって、相乗効果でやはり少しずつ上

がってきているという部分もございますので、まだオープンしたばかりでそこに三笠全体

の物販があるというのもまだ知らない方がたくさんいますので、これからそういう情報を

発信しながら、たくさんの方に食の蔵、ほかのお店にも行っていただくような拠点にはな

るのかなというふうに考えています。 

◎議長（武田悌一氏）　畠山議員。 

◎６番（畠山　宰氏）　食の蔵が移動する前からも当市の冬の入り込み状況については課

題の一つであるかと思いますので、この冬がどういうふうになっていくのかというところ

も非常に興味深く見ております。 
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　また、その空きスペースの新たな活用の構想も一部お聞きしましたけれども、この空き

スペースの活用でどういったまた流れが生じていくのかというところも非常に興味深いと

ころでありますけれども、観光協会が移動するに当たって、これまでのマーケティング

データ、また、アンケート調査、データ分析をなされたかと思います。その一つとして今

回の移動があったということもあると思うのですけれども、このデータ分析、アンケート

調査の結果から、ほかにも何か具体的に政策に落とし込んだ部分というのはありますで

しょうか。 

◎議長（武田悌一氏）　産業政策推進部長。 

◎産業政策推進部長（中原　保氏）　これ、毎年マーケティング調査、アンケート等を含

めて委託しまして、市内でお店に来た方だとか、市内の施設を使った方にＱＲコードを読

み取っていただいて、そこから打ち込んでいただいて、最後、特産品をプレゼントします

よと、そういうのを入れないとなかなかやってくれないので、そういう形でいろんなデー

タを取っています。 

　その中で、やはりさっき言ったお土産が少ないだとか、直売所がここに欲しいだとか、

いろんなお願いといいますか、要望等もございます。それを一つずついろんな整理しなが

ら三笠市としてできることを今実施していると。その一つとしては、やはりワイナリーに

たくさん興味がある方がいるということで、ジオのほうでワイナリーツアーを少し進めて

いるという部分だとか、やはり桂沢等のアクティビティー、そこら辺の充実をお願いした

りだとかとありますので、その辺は去年からサップ、それを少しずつやりながら、手応え

がありますので、これはこのまま進めていきたいないうふうに考えています。 

　あと、やはりお土産ということで、うち、メロンだとかいろんな部分はあるのですが、

お持ち帰りいただくのに加工品というのが重要だろうということで、今、そちらの加工品

等もいろんな企業さんとコラボしながら進めていると。御承知のとおり、今、鹿肉のカ

レーの缶だとか、あと、この間も出ていたのですが、三笠高校生がラーメン監修していた

だいてというので、そういう加工品を中心に、今、進めている状況でもございます。 

　それと、先ほど視察へ行ったジェラートという部分もあったのですが、やはりうちのほ

うで地域ならではの資源ということになれば、先ほどからワイナリーの話もしていますけ

れども、そういった景観を含めてワイン等がございますので、今年の予算で計画づくりさ

せていただいておりますけれども、そういうものを含めて三笠の特色のあるものとして進

めていきたいというふうに考えています。 

　以上です。 

◎議長（武田悌一氏）　畠山議員。 

◎６番（畠山　宰氏）　先ほど鹿肉を使ったカレーの缶詰だと思うのですけれども、私も

食べさせていただきまして、非常にスパイシーですごくおいしかったものですから、やっ

ぱりああいったおいしいものがどんどん広がっていけばいいかなというふうに思っており

ます。そして、まだまだ活用できる農産物もあるのかなとは思ってはいるのですけれど
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も、ただ、そこに加工となるとやっぱり尽力してくださる人が必要になってくる面でもあ

りますので、その辺もなかなかクリアすべき課題もあるのかなと思っておりますけれど

も、先ほど空きスペース、ジオでも使う要素が出てくるかなというふうな答弁だったと思

いますけれども、ジオに関しては体験ツアーメニューが非常に多いところでありますの

で、道の駅を起点として各地に向かう、よい波及効果が生まれていけばというふうに思っ

ております。 

　道の駅については、本市を訪れる方々にとって、先ほども御答弁でありましたけれど

も、玄関口であるかと思っておりますので、市の魅力ですとか、また、印象を左右する重

要な施設だと思っております。 

　食の蔵をリニューアルして、まだ１０年たってはいないと思うのですけれども、１０年

近くなのでしょうか。そのときに来訪者数がすごく伸びたかと思っております。コロナ禍

を経て、ちょっと残念ながら数値が落ちてきている部分もありますけれども、でも今はそ

の回復の途中であるかと思いますので、私は、この道の駅が観光振興と、また、農業振

興、それから防災、移住ＰＲ、ＤＸなど、市の重点分野とより強いリンクを担っていただ

きたいなと思っております。 

　最近、個人的に私、道の駅周辺、また、ファームセンター内を改めて見させていただく

機会があったのですけれども、少し老朽化している部分もあるなというところで、その中

で空きスペースの活用といっても、何か制限がかかってしまうような部分もあるのかなと

いうふうな印象を持ちました。それならば、思い切ってファームセンター全体をリニュー

アルすることも、新たな道の駅の姿としてそういったことも戦略であり、一つの可能性、

選択肢の一つであるかなというふうな印象を持ちました。もし、この点に関して御答弁が

あれば。 

◎議長（武田悌一氏）　産業政策推進部長。 

◎産業政策推進部長（中原　保氏）　御承知のとおり、道の駅三笠につきましては、平成

５年、道の駅の登録第１号としてスタートしたところでございますが、このファームセン

ターの建物自体は、昭和６３年に「新農業構造改善事業」ということで、農業関係の施設

として建設したと。今年でもう３７年経過してございます。その後、屋外の売店棟として

「食の蔵」を平成２０年に建設したと。それと、平成２１年にファームセンターに観光協

会が移ったと。その後、平成２９年にさらに「食の蔵」を増設して、現在に至っていると

いうところでございます。 

　やはりファームセンター、これだけ経年しておりますので、床下の汚水管だとか、その

改修だとか清掃だとか、冷暖房機の更新だとか、維持コストもかかってございます。もと

もと農業関連施設として建設したこともありまして、なかなかやっぱり今の道の駅という

観光施設としての使い勝手がいい状態ということは言えない状況でございます。 

　ただ、リニューアルとなれば、やっぱり建て替えだとか大規模改修が必要だとなったと

きに、先ほども述べたのですが、農業の補助金を入れてやっていますので、この補助金の
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処分年限がまだちょっと残っているという部分が、さらにもしリニューアルだとか改修す

るには、やっぱり国の補助金をいただかなければいけないですので、そのときに市の負担

を極力抑えた整備ということになれば、二重に国のお金を投入することができるかだと

か、その辺のいろんな制限がまだ残っているということで、我々としたら、もう少し今の

建物を少しずつ適切に維持管理しながら、もう少し維持していきたいなというふうに考え

てございます。 

　以上です。 

◎議長（武田悌一氏）　畠山議員。 

◎６番（畠山　宰氏）　農業関係の施設から始まったということで、まだまだいろんなク

リアすべきこともあるかということを承知いたしました。 

　私、道の駅は非常に魅力的な施設だと思っておりますし、三笠市は、ある意味でハブ的

な役割を果たせる位置にあるかと思っております。高速など使えば、車を使えば、富良

野、また、旭川、札幌、小樽、そして空港へも１時間少しほどで通える、移動できる範囲

ですので、もっともっと重要な役割を果たしていける要素があると思っております。この

ような位置関係からリトリート、休暇を兼ねた遠方からの長期滞在にも向いてくる要素は

あるなと思っております。そんなことからも、道の駅、これから情報発信、ＰＲが非常に

充実していけばいいかなというふうに思っておりますので、その点述べさせていただい

て、次の質問に移りたいと思います。 

◎議長（武田悌一氏）　それでは、最後に三笠市かわまちづくり計画ついての答弁を願い

ます。 

　建設部長。 

◎建設部長（松本裕樹氏）　それでは、私のほうから、三笠市かわまちづくり計画につい

て答弁させていただきます。 

　かわまちづくり計画の策定に当たりまして、令和７年１月３１日に「三笠市かわまちづ

くり協議会」を設立し、これまでに３回の協議会とフリートーク形式による意見交換会を

１回開催してきました。 

　現在までの協議事項につきましては、既存の資源を最大限に活用した水辺空間の魅力づ

くりを基軸とした基本方針の策定、また、ハード・ソフト施策などについて委員の皆様か

ら多くの御意見をいただきながら議論を重ね、計画策定を進めているところでございま

す。 

　具体的には、三笠運動公園付近を「地域住民が日常的に水と触れ合い、憩える場の創

出」としてにぎわいエリアに位置づけ、桂沢湖周辺を「幾春別川の豊かな自然を生かした

来訪者への非日常体験の提供」ができるアクティビティーエリアとして位置づけをしてお

ります。 

　そして、この２か所の重点エリアを結ぶサイクリングロードを設定して、岡山から三笠

運動公園までの既存の管理用通路とつなげ、拠点間の回遊性向上を図る案を基に議論を進
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めているところであります。 

　今後の予定といたしましては、令和７年１２月２５日に第４回の協議会、令和８年３月

に第５回の協議会を開催し、令和８年６月には計画書を国に申請したいと考えておりま

す。 

　以上でございます。 

◎議長（武田悌一氏）　畠山議員。 

◎６番（畠山　宰氏）　かわまちづくりを進めるに当たって、全国事例も、私、参考にさ

せていただきました。 

　その点踏まえて、当市の可能性からいくと、地域回遊動線の整備、先ほどサイクリング

ロードという御答弁もありましたけれども、それから川と防災と観光による多目的空間

化、それから水辺のにぎわいを創出するイベント、アウトドア教育、景観資源のブランデ

ィング、このあたりに落とし込めていく要素があるのかなというふうに私は感じました。

具体的に言うと、簡易デッキですとか、それからベンチの設置ですとか、また、ビューポ

イントの選定、フォトスポット、観光の方だけではなくて、市民の方も日常的に川辺を楽

しめる環境を整えていけたらというふうに願っております。 

　そこで、かわまちづくりを進めていく上で、今後の方向性と申しますか、何か強いコン

セプトのようなものは見定めておりますでしょうか。 

◎議長（武田悌一氏）　建設部長。 

◎建設部長（松本裕樹氏）　全国のかわまちづくりの事例を見ますと、例えば水害等で被

害を受けたまちが堤防や護岸の整備計画と併せて防災を意識したかわまちづくり計画を、

復興と再生に取り組んでいる事例等もございます。 

　当市といたしましては、昨年完成した新桂沢ダム、また、現在進めております三笠ぽん

べつダムの建設によりまして災害のリスクが軽減されることを背景に、かわまちづくりを

単なる防災面の充実にとどめず、先ほど議員おっしゃられたとおり、憩いの場や、あと人

々の集まる場の創出を重点的に進めることを目的としております。 

　具体的には、当市ならではの固有の歴史、文化、食、観光、エネルギーといった特徴的

な資源を生かしまして、地域特性を生かした水辺空間の魅力を最大限に引き出していくこ

とが重要だというふうに考えております。 

◎議長（武田悌一氏）　畠山議員。 

◎６番（畠山　宰氏）　我がまちで持っている独自のものとまた連携していきながらとい

うことだと思いますけれども、先ほど協議会も何度かこれまで開催されたということで、

いろんな話合いが出てきているのかなというふうに思うわけですけれども、その協議の中

で実現に至りそうな構想など、幾つか固まってきている部分などはありますでしょうか。 

◎議長（武田悌一氏）　建設部長。 

◎建設部長（松本裕樹氏）　少し具体的なお話をさせていただきますと、まずハード施策

といたしましては、岡山から桂沢までのサイクリングコースの設定と、それに関わる案内
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看板の設置や三笠運動公園付近の幾春別川河川敷におけます親水護岸、親水広場の整備を

検討しております。また、桂沢湖周辺では、野外博物館からみかさ遊園を結ぶ散策路の整

備や、新桂沢ダムから桂沢湖湖畔エリアまでのアクセス通路の整備、さらに桂沢湖湖畔に

おける親水護岸や浮き桟橋などの整備、また、フォトスポット等々も含めまして、現在検

討しているところでございます。 

　ソフト施策といたしましては、イベントなどの運営母体となる、まずプレーヤーが誰に

なるのか、その協力を得るサポーターづくりをどのように進めていくかという点につきま

しては、これからのかわまちづくりの推進体制については、今後の協議会で検討をしてい

く予定となっております。 

　以上です。 

◎議長（武田悌一氏）　畠山議員。 

◎６番（畠山　宰氏）　運動公園などの話もありました。私、運動公園の辺りは、すごく

いいスポットになるのではないかなというふうに思っております。そこに川辺のキッチン

カーの出店であったりですとか、また、夕暮れどきのライトアップなんかも非常に雰囲気

がよくなるかなというふうに思っています。 

　かわまちづくりを進めるに当たって、そういった雰囲気、ムードといいますか、そう

いったスポットになっていけばいいかなというふうに思っておりますけれども、一つの

デートスポットのような形で名所になっていくような形になれば、私、すごく魅力的だな

と思っております。 

　三笠市の豊かな水辺環境を生かしながら、歩く、学ぶ、集うということが軸としてなっ

ていくのかなと思っておりますので、かわまちづくりをこれからも段階的に進めていただ

きたいと思っております。 

　以上で、私の質問は終わります。 

◎議長（武田悌一氏）　以上で、畠山議員の質問を終わります。 

　次に、４番浅尾議員、登壇願います。 

（４番浅尾三□氏　登壇） 

◎４番（浅尾三□氏）　令和７年第４回定例会一般質問の通告に基づきまして質問いたし

ます。 

　最初に、物価高騰対策についてです。 

　まだ国会は審議中ではありますが、政府が先月閣議決定した今年度補正予算案では、物

価高騰対策として子供１人当たり２万円の応援手当や来年１月から３月使用分の電気・ガ

ス補助が盛り込まれたりしております。 

　地方自治体において地域の実情に合った的確な支援が行われるよう、重点支援地方交付

金も拡充されました。推奨事業メニュー分として、昨年度の補正予算の３倍以上となる総

額２兆円が盛り込まれています。その重点支援交付金の本市への交付限度額というのはど

のぐらいで、どのようなことに使えるか、まずお聞きいたしたいと思います。 
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　さらに、「強い経済」を実現する総合経済対策において、「国・地方が一体となって、

できる限り早期の執行に努める」とされております。物価高騰対策は即効性が大事だとい

うことです。 

　また、事務コストの最小化も欠かせません。紙の商品券やお米券については印刷代や事

務経費が大きく膨らむ傾向があり、お米券の発行はしないという自治体も報道されており

ます。主な都市では既に具体的な事業も公表され始めていますが、本市における物価高騰

対策の具体的な検討状況についてお聞きします。 

　次に、地域公共交通についてです。 

　現在、減便されたバスの代替として通勤等交通確保事業が実施され、通勤、通学の対象

者だけで登録されて事業を運営されています。その現在の利用状況について伺います。こ

れについては前回、９月の第３回定例会で畠山議員が質問しておりますが、その後の推移

も含めてお聞きいたします。 

　通勤等交通確保事業の４月から７月までの利用者は登録者２４人に対して実際の利用者

は平均すると１.２人でした。乗車しない日もあったということでしたが、申請して登録

しているので周知不足ではないと思います。登録者人数が増えればもっと利用者が増える

のではと単純に私は考えています。または懸念したように、タクシーのような狭い空間に

市民とはいえ知らない者同士が乗るというのに抵抗があるのかもしれません。 

　もともと減便されたバスの利用者は、通勤、通学だけとは限りません。むしろそれ以外

で乗る方も多かったのではと思います。誰でも乗れたバスの代替でこの事業が行われてい

るのだと私は思っています。 

　また、畠山議員も述べていた、８月に行われた現役高校生との意見交換の場で、岩見沢

発２０時頃と岩見沢駅の札幌行きの始発の時刻に間に合う早朝にもこの事業があればとの

声がありました。 

　今月にも地域公共交通活性化協議会が開かれるということですが、三笠市民であれば誰

でも乗ることができるという対象拡大、それと便数の拡大ができるような改善ができない

か伺います。 

　クロスセクター効果についても、今年の第１回定例会でも取り上げました。 

　クロスセクター効果とは、地域公共交通の多面的な効果または多様な行政分野、クロス

セクターにおけるコスト軽減に貢献する効果と説明されております。もう少し分かりやす

く言うと、公共交通への補助金は、赤字ではなく地域を支えるための支出であるというこ

とです。先日の市政懇談会でも、デパートのエレベーターのように自由に使ってもらうこ

とでデパート全体が黒字化になるという、そのようなことを期待しての無料のエレベー

ターであると、このクロスセクター効果を例えてお話しされていました。 

　三笠市地域公共交通計画において、クロスセクター効果の検証が行われていますが、そ

の内容について現時点で報告できる部分があれば伺います。 

　また、市政懇談会の説明資料に新市立総合病院の建物の概要が示されて、改めていよい
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よ新市立総合病院がふれあいセンター前に建設されるのだなということを参加した市民も

実感したと思います。ただ、現在でも郵便局横の坂道に難儀している市民が多いですが、

新病院ということで、今まで市外の病院に通っていた方も病院を替えてさらに増えること

も予想されます。 

　また、既存の薬局への移動が不便になることが予想されますが、その対応策として、こ

れも第１回定例会で触れましたが、グリーンスローモビリティー、これは電動で小型の移

動手段ですが、イメージとしては電動の６人乗りや８人乗りのゴルフカートのようなもの

です。この導入について検討できないかお聞きいたします。 

　今、一例として新病院の開院に間に合わせてということでお話ししていますが、全市的

にグリーンスローモビリティーの導入を目指して検討してはどうかということでもありま

す。令和１０年には新病院が開院します。それまであと２年しかありません。今から検討

していないと間に合わないと思っております。 

　グリーンスローモビリティーは、片道３キロメートルから５キロメートルほどの区間の

循環や折り返し運転で走る形のものになると思います。１回の充電で３０キロメートルか

ら１００キロメートルの連続運転しかできないので、充電スポットの準備も必要でもあり

ます。 

　コースについては、これは私の夢のような考えですけれども、例えとして、いつもキッ

チンカーなどがイベントをやっている農協前の市街地からの駐車場、これを小さなグリー

ンスローモビリティー、簡単に言うとグリスロというのですけれども、このグリスロの

ターミナルとして、そこをスタートして新市立総合病院に向かうというようなコース、そ

こから□町団地、薬局前などを経由して、また、さいわい団地を経由して元に戻るコー

ス、さらに同じく新病院を経由して美園町方面に向かうコースとか、病院中心だけれど

も、いろいろコースが考えられます。中学校や小学校までに行くコースや、または幌内方

面は市民会館をターミナルとしてこのグリスロで運転するとか、唐松方面で循環するコー

スとか、弥生・幾春別方面で循環するコース、幾春別－桂沢間で循環するコースなどいろ

いろ考えられます。 

　昨年から市内を歩く人たちが増えてきたように感じます。炭鉄港の見学ツアーの人た

ち、ジオツアーの人たち、または単独で数人で新しく高校生卒業生が開いた店にも人があ

ふれていることがあります。この夏のお盆の人出も、ドラマ効果があって多くなっていま

す。このような観光客にも、このグリスロは役立つのではと思っています。 

　新しくできる新桂沢ダムの観光コース、達布山を中心にワイナリーや、今、先ほど述べ

ておりました道の駅などを回るコースなど、夢はどんどん膨らんでいきます。心配してい

る冬の運行ですが、道路の除雪さえしていれば、このグリスロは走ることができます。暖

房設備もない透明なシートだけの覆いですが、かえって絵になって話題になるかもしれま

せん。「早く時刻どおりに遠くまで」という従来の公共交通から、「ゆっくりと余裕を

持って近くまで」がこのグリスロの特徴です。また、窓ガラスがないので風や匂いを感じ
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たり音や声を聞いたり、開放感にあふれ、会話も弾みます。誘い合って乗りたくもなりま

す。もちろん路線バスの停留所へのアクセスを意識して導入を図れば、現在の路線バスの

利用客も増えることが期待できます。 

　先日の元気づくり講演会の野村修也氏のピンチはチャンスという話は、このことではな

いかと思いまして、あえて第１回定例会で述べた繰り返しの質問をしました。前述のクロ

スセクター効果とも関係します。グリスロの導入の検討についてお聞かせください。 

　最後に、市立三笠総合病院についてです。 

　新病院の建設を間近に控え、経営改善の努力を続けて収益改善が図られているというこ

とですが、その要因についてお聞きいたします。 

　さらに、美唄市や砂川市にも新病院ができて岩見沢市も建設中で、これからも医師の確

保については関係者は苦労されるのではないかと予想しています。経営強化プランには医

師の安定確保は絶対条件ともあり、そのとおりだと思います。医師確保について、新病院

の開始時における見通しについてお聞きします。また、医師確保に向けた方策等、検討し

ていることがあればお聞きいたします。 

　以上、よろしくお願いいたします。 

◎議長（武田悌一氏）　それでは、初めに物価高騰対策について答弁願います。 

　企画財政部長。 

◎企画財政部長（藤井陽一氏）　それでは、私のほうから、重点支援地方交付金につい

て、その部分のまず物価対策の重点支援地方交付金の交付限度額について聞きたいという

ことに関しまして御答弁させていただきます。 

　まず、今回の重点支援地方交付金の交付限度額につきましては、昨年度の臨時交付金の

おおむね３３０％増、大体３.３倍以上となる見込みということを内閣府から事前に連絡

を受けているところではございますが、補正予算成立をもって正式な交付限度額が通知さ

れるということで、まだ交付限度額を確認できていない状況となっているところでござい

ます。 

　今回この交付金は、昨年度に続きまして、エネルギー・食品価格等の物価高騰の影響を

受けた生活者や事業者に対し支援を行うものとして、効果があると考えられる推奨事業メ

ニューが提示されたところでございます。 

　生活者支援と事業者支援に分かれておりまして、生活者支援のほうでは、昨年のメ

ニューに「食料品の物価高騰に対する特別加算」が追加されておりまして、商品券やお米

券などの発行に使えることとされております。事業者支援のほうにつきましては、昨年の

メニューに「中小企業・小規模事業者の賃上げ環境整備」として、一定以上の賃上げの取

組を行う事業者への支援が追加されたところでございます。今、実際に届いている情報と

しましては、以上でございます。 

　続きまして、物価高騰対策の本市における検討状況についてでございます。これにつき

まして、以前よりテレビや新聞の報道などで食料品の物価高騰対策としましては、頻繁に
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お米券の配布が取り上げられておりまして、このような背景からは、今回の経済対策につ

きましては、国としましては何か国民に広く行き渡らせるような施策を求めているのだろ

うなということを想定しておりまして、私どもとしましても、やはり市民に対し、家計の

負担軽減につながる事業の検討を進めているところでございます。 

　先月１１月２１日付の内閣府からの事務連絡では、「可能な限り年内での予算化に向け

た検討」を進めていただきたいという通知は届いたところではございまして、まず生活者

支援につきましては、やはりこの食とエネルギーというところをポイントとしまして、内

部検討を進めながら何が皆さん求められているのかなというところを、主要団体等の御意

見もいただきながら、できる限り早めに事業内容をまとめていきたいなというふうには考

えているところでございます。 

　また、事業者支援につきましては、国から推奨メニューが示されておりますので、エネ

ルギーというところの支援をポイントに置きながら、どの分野でどのような支援が必要か

について同じように検討を進めております。この部分につきましても、関係所管等との協

議を行っていく必要がありますので、精査にはもう少し時間がかかるかなというふうに考

えているところでございます。 

　ただ、いずれにおきましても、事業内容案を決定するに当たりましては、実際交付限度

額が三笠市にどれぐらい配分されるかというところがやっぱり重要なポイントになってく

るかなというふうに考えておりますので、国からの事務連絡でのお願いはありましたが、

年内の予算化は少し難しいかなというふうには考えているところでございます。 

　いずれにおきましても、交付限度額の通知が届きましたら事業内容をまとめまして、事

業化、予算化の時期につきましては改めて議会に相談させていただきたいなというふうに

考えているところでございます。 

　以上でございます。 

◎議長（武田悌一氏）　浅尾議員。 

◎４番（浅尾三□氏）　大変やっぱり報道されたとおりの３.３倍という交付限度額とい

うことですので、若干市民も期待している部分もあるかと思います。今、なかなか国会も

何か長引きそうな、うまくいきそうな形ですけれども、準備するのは大変だと思いますけ

れども、できるだけ早めに示せるようなことを祈っております。 

　また、私としては、よく国でも言っていますけれども、水道料金とかプロパンガスとか

灯油とかも含めた、そういうものに対応できるような何か事業をしていただければ、すぐ

反映できるのかなということで、これは希望を伝えてこの部分は終わりたいと思いますけ

れども、何か付け加えてありましたら、よろしくお願いします。 

◎議長（武田悌一氏）　企画財政部長。 

◎企画財政部長（藤井陽一氏）　私が最初に答弁しておきながら、やはりその３３０％増

しというところ、あまり、そういうふうに通知は受けながらも、それをもう、うのみにし

て独り歩きしていくのは危険だなというふうには思っておりまして、そういう意味でも今
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しっかりと状況を見て判断していきたいなというふうに思っております。事務の軽減につ

きましても、やはり市長もそこについては意識していくところだなというところで、そこ

も意識しながらいろいろと進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

　失礼しました。３３０％増しではなく、昨年の３３０％の見込みということで聞いてお

りますので、よろしくお願いします。 

◎議長（武田悌一氏）　次の質問に移ってよろしいですか。 

◎４番（浅尾三□氏）　はい。 

◎議長（武田悌一氏）　それでは、地域公共交通についての答弁をお願いいたします。 

　総務福祉部長。 

◎総務福祉部長（三好智幸氏）　それでは、私のほうから、地域公共交通について答弁さ

せていただきたいと思います。 

　壇上でもあったとおり、第３回の定例会で畠山議員から通勤等確保事業について御質問

がありまして、ちょっと答弁のほうは重複すると思いますが、お許しください。 

　まず、通勤等交通確保事業につきましては、北海道中央バス株式会社が運行している三

笠線の岩見沢最終便が２１時発でございました。令和７年３月末をもって減便されまし

て、４月１日以降１９時１０分が最終便になりまして、発車時刻が繰り上がったことに伴

いまして、これまで２１時のバスに乗車していた三笠市民の交通の確保として、タクシー

を活用して運用をしているものです。その中で、特に仕事や授業、部活動で遅くなる通

勤・通学者のために試行的に実施しているものでございます。 

　運行日時につきましては、毎日２１時に岩見沢駅を出発させていただいてございます。

利用に当たっては、事前登録した上で、登録につきましても、これは電話で簡単に登録で

きます。乗車日の予約を行い、当日乗車していただくような形となってございます。 

　それで、１０月末現在の登録者でございますが、畠山議員から御質問いただいたときは

２４人、現在２５人と１名増加している状況でございます。 

　それから、４月以降の利用状況でございます。１０月末までで２１４日中１４１日運行

してございます。延べ１９９人を輸送しました。運行日当たり１.４人運行しておりまし

て、７月末、畠山議員から質問あったときは１.２人でしたので、運行日当たり０.２人の

増というような形となってございます。 

　登壇でございました対象者の拡大でございます。まず、本制度の実施に当たっては、岩

見沢発２１時の中央バスがなくなることで、このときにこのバスを利用している方々にど

う交通の確保をするかということでございました。その中で一番お困りになる通勤、通

学、通院で利用されていた方々を対象として、現在、試行的に実施しております。その理

由としましては、通勤時間や通学時間につきましては、やはり御自身でなかなか時間を調

整することが難しいものですから、今回、試行的な取組では限定して実施してございま

す。 

　なお、買物や私用で出かける方々につきましては、御自身で時間の調整が図れるという
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ところで押さえたところでございます。 

　また、これまでも中央バスの最終便に乗れない場合は、タクシーを御利用いただいた中

で帰宅されていたことも、昨年念頭に置いて判断させていただいたものでございます。 

　次に、いろいろ高校生から伺った意見ということで、「２１時より早い時刻の運行」、

それから「早朝便」でございます。今年度、これを試行的にスタートさせていただいたも

のでございます。 

　当市におけます公共交通は大変重要なテーマであると認識しておりまして、現在、本事

業の登録者にアンケート調査を実施している最中でございます。アンケート結果を参考に

しつつ、運行時刻などについて研究してまいりたいと考えてございます。 

　次に御質問のありましたクロスセクター効果の検証についてでございます。 

　クロスセクター効果とは、「地域公共交通の運行に対して行政が負担している財政支

出」と「地域公共交通を廃止したときに追加的に必要となる分野別代替費用」を比較する

ことで把握できる地域公共交通の多面的な効果をいいます。 

　この効果を検証することで、地域公共交通が医療や福祉、それから観光など様々な面で

効果を発揮していることが把握でき、施策の関連性の可視化が容易となるということが言

われてございます。このクロスセクター効果を活用して、より持続可能で利用者にとって

も使いやすい公共交通の実現を目指すものでございます。 

　そこで、令和５年度の決算に基づいた本市のクロスセクター効果でございますが、まず

市営バスの運行に要した経費が約１,４０７万円でございます。そのうち運賃収入が約２

００万円でございます。その収支の差が１,２０７万円、これが行政が負担している費用

となります。 

　市営バスが担うものとしましては、先ほども若干触れましたが、医療、商業、教育、観

光、福祉などの各分野があると思いますが、そこでこの市営バスが廃止された場合に追加

的に必要となる財政負担を算出し、費用比較をするものでございます。 

　例えば医療分野においては、「病院送迎貸切りバスを運行した場合」あるいは「通院の

ためのタクシー代助成をした場合」、それから買物対策としまして「買物バスを運行した

場合」「買物のためのタクシー代助成をした場合」などを想定したときに「費用が幾らか

かるか」というものになります。 

　これらを簡易的にはなりますが算出しますと、通院や通学、買物のためにタクシー代を

助成したとして、約１,４００万円の財政負担が必要になるのではないかと見込まれるも

のでございます。そのため、現状の市営バスの約１,２００万円の負担に対しクロスセク

ター効果の試算では、それぞれ算定した場合は約１,４００万円となり、現状の市営バス

の運行のほうが負担が少ないということになります。 

　なお、このクロスセクター効果を算出する場合、国の簡易ソフトで試算しておりまし

て、ルールとして実際には、市営バスには国庫の補助金でありますとか特別交付税とか、

そういうものが含まれていますが、それは加味しないルールとなっていますので、そのこ
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とを申し添えさせていただきます。 

　次に、グリーンスローモビリティーの部分でございます。 

　登壇でもいただいたとおり、浅尾議員より今年の第１回定例会で通告質問をいただきま

した。改めて答弁をさせていただきますと、この車両につきましては時速２０キロ以下の

低速運行の電気自動車による移動手段となります。車両のイメージとしましては、ゴルフ

場にあるゴルフカートがイメージしやすいと思います。 

　前回、第１回定例会で御質問していただいた後、私ども研究させていただきまして、製

造メーカーとも、オンラインなのですが、すぐお話しさせていただきました。このメー

カーによりますと、運転手も含む４人用から７人用の車両を製造しているということでご

ざいました。メーカーでは全国各地の自治体等に提供しているようですが、北海道では実

験的に夏から秋にかけて函館、それから奥尻町で走行したということをお聞きしておりま

す。 

　この車両のメリットとしましては、低速でゆっくりと走行する小型車両であり、小回り

が利く点が挙げられます。 

　デメリットなのですけれども、先ほどもありましたが、１充電における走行距離が５０

キロ程度、ガソリン車などに比べると走行距離が若干短いのかなと思います。それから、

雪道での実績というようなお話もありましたが、やはり走行には若干不安があるとのこと

でございます。それから、雨から守るシートはあるものの、そのシートが雪対策にもなる

のですが、暖房装置は今のところないというようなことでお聞きしています。 

　メーカーには、三笠市の積雪状況について御説明させていただきました。東北地方への

納車はあると、ただ、北海道の豪雪地帯への納車はないというような、今お答えをいただ

いてございます。 

　グリーンスローモビリティーにつきましては、低速でゆっくりと乗車ができるというメ

リットはあるものの、冬期間の対策等が私どもとしてはまだ課題があると考えておりま

す。 

　中央バスにおきましては、札幌市など都市圏でも、報道のあるとおり運転手不足による

路線の廃止や見直し、減便が行われております。当市を含む岩見沢営業所管内におきまし

ても、運転手不足、それから乗客の減少もあり、御承知のとおり三笠線においては令和７

年４月のダイヤ改正で２.５往復、５便が削減されました。 

　三笠市は、中央バスを基幹交通として岩見沢へと接続してございます。先ほども申し上

げましたが、当市におけます公共交通は大変重要なテーマであると認識しているととも

に、車両の運行に当たっては、市営バス含め安全第一で日々走行することが大切かと思い

ます。 

　今申し上げたことからも、グリスロも一つの手段として定時路線運行やデマンド交通な

ど様々な交通形態がある中で、新病院の建て替えを含めた公共交通について、引き続き研

究してまいりたいと考えているところでございます。 
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　以上です。 

◎議長（武田悌一氏）　浅尾議員。 

◎４番（浅尾三□氏）　最初に、減便されたバスの代替として行っている通勤等交通確保

事業の利用の拡大についてですけれども、今まだ試行中だということなので、まだ検討の

余地はあるというふうに伺いましたので、ぜひその辺検討していただいて、アンケートも

生かしていただいて、そのようにやっていただければと思っております。 

　特にタクシーを利用するということが原因なのかもと思っていろいろ考えていますの

で、さっき言ったグリスロを活用できるなら市営バスをこの便に回せば、また何か変化が

あるのかなとかというふうに思ったりもしておりますけれども、とにかく検討していただ

けるということなので、この部分についてはこれで終わりますけれども、クロスセクター

効果については今お答えされたとおりで本当に理解を、私自身も含めた交通手段がとても

また大事だというイメージで質問させていただきました。本当に交通手段がなくなったと

きの三笠市の状況というのはやっぱり考えられません。 

　先ほど畠山議員の質問にあったとおり、今、様々な、ダムを中心としたかわまちづくり

とかというので、またそういう交通も必要になってくるかと思います。また、これ以外

で、やっぱり電動のレンタサイクルとかというのも入ってくるのかなと思いますけれど

も、いずれにしても市としての何かこういう交通手段は確保していくことが必要だと思い

ますので、これも研究されて検討されているということなので、これはこれでしっかりと

また進めていきたいなと思っております。 

　ちょっと先ほど述べましたけれども、野村氏のあの講演がとても印象に残っておりまし

て、三笠市の人口減とか、それから交通の便の減とかも含めて本当にピンチなのですけれ

ども、これは逆にこういうものを取り入れるチャンスかなと。特にやっぱり冬の交通、グ

リーンスローモビリティーの活用については本当に懸念あるかと思いますけれども、思い

切ってやったら何か逆に目立つのでないかなと思いまして、あえて強調して、冬も走らせ

たらどうかと思っておりますので、またそういったことも検討していただきまして、三笠

市の公共交通を守っていただければと思います。検討していただけるということなので、

これはこれでいいと思いますので、次をお願いします。 

◎議長（武田悌一氏）　最後に、市立三笠総合病院について答弁願います。 

　病院事務局長。 

◎病院事務局長（加藤慎吾氏）　それでは、私のほうから、市立病院の経営改善が図られ

てきた要因というところで、まずお答えさせていただきたいというふうに思います。 

　経営改善につきましては、現在まで様々な取組をしている中で、大きな取組といたしま

して、まず入院についてでございますけれども、令和２年１２月まで２４床ありました回

復期リハビリテーション病棟、これを管理していた病棟を令和３年３月から再編をさせて

いただいて、入院患者の安定的な確保、それと単価のアップを図ってまいったところでご

ざいます。 
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　それに加えまして、収益を改善するためには医師というものがいなくては進まないとい

うところもございますので、医師確保に向けた行動も行ってまいりました。令和３年から

令和６年までで増減はしているのですが、２名の増加をしているところによりまして、入

院患者が増加し、さらには医師以外のスタッフ、こちらの頑張りもあって収益が改善して

いるものと考えているところでございます。 

　その取組によりまして、一般会計の繰入金につきましては、令和２年度から令和６年度

までで約４億５,０００万円以上を計画値より圧縮することができている状況でございま

す。 

　一方で、外来患者数につきましては、現在減少している状況でございます。その対策と

いたしまして、令和４年１０月には訪問リハビリテーション事業の実施、それから令和７

年４月からは通所リハビリテーション事業や透析患者送迎を行うことを含め、対策を講じ

ている最中でございます。令和７年度においては、外来患者が少しずつ回復してきている

状況でありまして、この要因といたしましても、医師確保が現在できていることが大きい

と感じているところでございます。 

　続いて、医師確保についての見通しというところでございます。 

　病院を運営するためには、常勤医師及び非常勤医師の確保というところが必要なことか

ら、依頼に対しまして市長を筆頭に医師確保行動を行っているほか、全国自治体病院協議

会、地域医療振興協会、北海道東京事務所、北海道地域医療振興財団、北海道医師会など

の各団体に対しても行動を行っているところでございます。あわせまして、民間病院に対

しての派遣依頼、それから民間の医師紹介事業者への求人掲載を行いまして、様々な角度

からアプローチをしているのが現状でございます。また、これまで関わりのあったドク

ターに関しましても、継続的に交渉しているところでございますけれども、院長、病院長

自ら医師確保に向けた行動を行っているところでございます。 

　その中で今後の見通しということになりますが、現在、国では、２０４０年を見据えた

新たな地域医療構想の中に医師の偏在対策といたしまして、大学病院が中核病院に医師を

派遣しまして、さらに中核病院から中小病院に派遣するという２段階での仕組みづくりが

必要であると検討が進んでいる状況でございます。その医師派遣の仕組み、これを確立す

ることができれば、当院の安定的な運営につながるというふうに考えているところでござ

いますが、これも前段でお話をさせていただきました各団体、国への働きかけによって制

度の検討が始まったというふうに考えているところでございます。 

　医師確保につきましては、相手がいることもあり、タイミングなどもございますので、

こういった国の制度というのが、今現在、未確定のところがございますことから、現在と

同様の医師確保行動を継続し、採用に向けて取り組んでいくことが必要であるというふう

に考えているところでございます。 

　以上でございます。 

◎議長（武田悌一氏）　浅尾議員。 



─ 53 ─ 

◎４番（浅尾三□氏）　どちらにしても、とにかく医師の確保が大変だなということだと

思います。先ほども今回の改善の要因の中で、医師以外のまた医療スタッフの頑張りが

あったことを言っておりましたけれども、私もこれを質問するに当たり、簡単にという

か、ある程度予算を取って医師が来てくれるような環境を整えたり、またはそのための予

算を増やせば少しはいいのかなというような甘い見通しで質問を考えていたのですけれど

も、調べれば調べるほど、なかなか医師の確保というのは難しいものだなということを考

えております。 

　中でも、いろんな方にも医師の確保についていろいろ聞いたこともあるのですけれど

も、その中で本を紹介されて、読んだわけではないのですけれども、概要を調べると、三

重県の志摩市民病院のたった１人残った医師として６年かけて病院を再建した、そんなよ

うな内容の志摩市民病院のことを紹介されたので、概要を読んでみました。その中でも

やっぱり医師確保、医師が突然みんないなくなって、たった１人残った院長にならざるを

得なかった医師が、たった１人で再建にこぎ着けた話が載っていましたけれども、その中

で行政として、どうしても行政職で二、三年で事務の、自治体、うちの市立病院みたいな

ところは必ず行政の、せっかく一生懸命事務局の中心としてやっている方が転任してしま

うという、そういう悩みが書かれておりましたけれども、病院の経験がない人が配属され

てきて、また一からやり直しとかというのが大変負担だというようなことの内容が書かれ

ておりまして、本当に市役所の人事で事務職が二、三年で替わってしまうこと、こういう

ことがちょっとネックになるのかなということが書かれておりましたけれども、これはす

ぐには変わらないのかと思っています。ただ、人事権を委譲してもらって、自分たちで民

間から事務職のトップとしてプロを引っ張ってきたところもないわけではないというよう

な話も紹介されておりましたけれども、とにかくこの医師の確保について何か物すごく頑

張っていることの言える部分があったら、また教えていただければと思います。 

◎議長（武田悌一氏）　病院事務局長。 

◎病院事務局長（加藤慎吾氏）　頑張っているところというところでございます。正直、

毎月も含めて毎日、僕、院長と打合せを毎朝させていただいているところでございますけ

れども、当然医師の確保、ここの部分に関しましては、院長等含めて意識を共有しなが

ら、先ほど医師紹介の部分もございますというお話をさせていただきましたけれども、こ

のドクターをどうしようというようなことも含めて共有をさせていただいております。 

　その中で一番難しいなというふうに、ここでちょっと申し上げるのもあれなのかもしれ

ませんが、今の院長も含めて、ドクターであれば誰でもいいというような形には考えてい

ません。その中で、私ども当院に合った医師、これはどういった医師なのかというところ

を見定めながら、そのドクターとの交渉に入っていると。事務職云々ということがありま

したけれども、決して事務職だけでやっているわけではなくて、先ほど僕のほうで答弁さ

せていただいたとおり、院長含め看護部長、診療技術部長、それぞれの役割がある中で医

師確保のほうに邁進しているということを御理解いただければなというところで答弁とさ
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せていただければと思います。 

　以上です。 

◎議長（武田悌一氏）　浅尾議員。 

◎４番（浅尾三□氏）　この医師確保については、市長が本当に苦労されているぞという

ところが、そうではなくてちゃんとそういう医療チームがあって、うまく確保できるよう

な方向があればいいなとは思っています。市長は市長のいろんな仕事がありますので、本

当にそういうような部分を含めて、そういう体制が取れればなというか、逆に言えば、今

答弁された、事務局長みたいな人が２人いて、人事異動してもうまくいくような流れがで

きるとか、そういう専門的な外部のアドバイザーの活用とかというのが、これは正式名称

なのでしょうかね、経営強化プランには「状況に応じて、病院経営や診療報酬制度に精通

した外部アドバイザー等の活用を検討していきます」とありましたけれども、外部アドバ

イザーというのは公式、この名称で役割を持った方というのはいらっしゃるのですか。 

◎議長（武田悌一氏）　病院事務局長。 

◎病院事務局長（加藤慎吾氏）　外部のアドバイザーという部分につきましては、あくま

でも経営改善のところが大きなところかなと。収入の確保、支出の削減等々、経営に関わ

る部分のアドバイザーということで、総務省のほうで令和２年に新しくつくった財務マネ

ジメント事業というような名称での事業でございます。 

　以上です。 

◎議長（武田悌一氏）　浅尾議員。 

◎４番（浅尾三□氏）　とにかく病院の改革には、外部からもしそういう人がいたらまた

雇えるような環境というか、調べれば調べるほどやっぱり人と人とのつながりというのが

すごい何かあるようなイメージをしています。市長がどうしても外せないというのは、

きっと市長自身のいろんなあれがあると思うのですけれども、今、事務局長も含めて新し

くスタッフになった方にも、それなりの人脈というのがあると思います。三笠市民の中に

もそういう人脈を持った人もいるかもしれないし、院長さんは院長さんでそれだけの人脈

があって、それがすごい強いなというのが、私のこの本を読んだ感想もそうですけれど

も、概要を知った中でも、やっぱり人脈なのかな、院長先生なり事務局長なり市長なりの

そういう人脈が大変大事かなと思っております。それを生かせるような体制というのがで

きないのかなというのが、この質問で最終結論なのですけれども、そういうことがあれば

市民としては落ち着くというか、何かそういうようなことというのは形づくることはでき

ないのでしょうか。ちょっと曖昧なあれで申し訳ありません。 

◎議長（武田悌一氏）　病院事務局長。 

◎病院事務局長（加藤慎吾氏）　医師確保というところで、体制の構築というところだと

思うのですが、なかなか、逆に言えば、例えばそういった体制を構築したからといって医

師確保ができるのかと。となると、今、議員おっしゃったとおり、やはりつながりも大事

だと思いますし、各団体、もちろん国への要請、こちらのほうも含めてやっていくことは
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必要なのだと思います。決して医師確保の体制が組まれていないから今後引継ぎができて

いけないのかというと、それもまた違う状況も実際ございまして、私もそうですが、後任

の事務長を含めてそういったことも話を聞いたりもちろんできますし、そういったことを

トータル的に考えていかなければならないのが医師確保なのだろうというふうに思ってい

ます。 

　ただ、先ほど来から事務職員の異動のお話もしている形ですけれども、やはり医療職、

ここが肝になってくるのかなというふうに私のほうは考えてございます。そこの中に院

長、さらには副院長もございます。院長先生はじめ、ドクターはいろんなところの病院に

お勤めいただいている方もいらっしゃると。そういったところも含めて、いろんなドク

ターとの関わり合い、こういったものも出てきているのも事実でございます。それをどれ

だけ私どもが応援していけるかというところが一番大事なところなのかなというのは、僕

が今、病院に勤めさせていただいている中で感じているところでございます。なので、決

して体制を構築するということが前提でなくて、そこを側面で事務側が応援していった

り、もちろん僕らが動いて医師を確保していくということも当然必要だと思いますけれど

も、やはり医師、今のドクターのつながりも含めた部分を大事にしていくことが医師確保

には一番早いことなのかなというふうな理解でございます。 

　以上です。 

◎議長（武田悌一氏）　浅尾議員。 

◎４番（浅尾三□氏）　今回、議案第７１号に医師の定年延長の関係が出ていますけれど

も、それの詳しい方、説明をお願いします。 

◎議長（武田悌一氏）　病院事務局長。 

◎病院事務局長（加藤慎吾氏）　今回の本定例会で御提案させていただいております医師

の定年延長につきましては、近年の社会動向、それから当院の医師の勤務実態、この辺を

考えまして提案をさせていただいたというところでございます。 

　まず、医師の定年につきまして、国において医療提供体制の確保という観点で、少子高

齢化が進展し人口減少が進む中で、令和６年４月から医師の働き方改革がスタートしまし

た。その現状において、限られるマンパワーにおけます、より効果的な医療提供を実現す

るため、継続的に働く意欲のあるシニア世代の活躍やＩＣＴの活用、それからキャリア形

成プログラムにおける医師偏在の是正など、新たな地域医療構想におきまして医師偏在対

策として検討されているところでございます。 

　その中で定年延長が医師確保につながるかどうかというところでございますけれども、

各団体や民間の医師紹介事業者、こちらから医師紹介の連絡をいただいている中では、医

師の求職年齢につきましては確実に上がってきております。実際に定年後の勤務先、これ

を検討されている医師の方を御紹介いただくこともございますので、医師確保におきまし

ては、年齢幅を広げるという意味で可能性が高まるものというふうに考えているところで

ございます。 
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　以上です。 

◎議長（武田悌一氏）　浅尾議員。 

◎４番（浅尾三□氏）　関係して、これによって今いる医師の退職というか、令和１０年

度には残ってくれる医師というのはいるのでしょうか。 

◎議長（武田悌一氏）　病院事務局長。 

◎病院事務局長（加藤慎吾氏）　現在のドクターがこの制度で残るというよりは、ふだん

からのドクターとのやり取りの中で、来年もお勤めいただけないか再来年もお勤めいただ

けないかということでお話をさせていただいていますので、この制度があるから残るとい

うことではなくて、残っていただけるもので調整をさせていただいています。 

　現在のところ既に７０を超えているドクターもいらっしゃるものですから、この制度に

はのれないのですけれども、のれない方も当然いらっしゃるのですけれども、もちろんの

れる方、若いドクターに関してはこの制度にのっていけるというようなこともございます

ので、通常であれば６５歳、延長がかかれば６８歳までという形なのですけれども、そこ

で終わってしまうところが、もし働く意欲がうちの病院で出てきていただければ最大延長

して７３歳までお勤めいただけるという方々は、若い先生方には影響があるかなというふ

うに思ってございます。 

　以上です。 

◎議長（武田悌一氏）　浅尾議員。 

◎４番（浅尾三□氏）　医師の確保には、医師だけではなくて、病院局長だけではなく

て、本当に院長とか、また、病院スタッフの方々も苦労されているのは重々分かっていま

すので、それに対応した何か市でもできるようなこと、本当にできることは全てやっても

らいたいなと思っております。 

　また、いろいろなお医者さん、今たくさんいらっしゃいますけれども、道東とか僻地と

言われるところには給料が高くてもなかなか行かないのだというような話もよく聞いてお

ります。それなりにお金ではないというか、何かやっぱり違うのだなというのがいろいろ

探ってみて分かっていますけれども、特に目立って私が、今、１人残されて病院を立ち直

された、その話の先生は、たしか波乗りが好きで、そういう環境にあるところだったから

そこにいたという話もあったりして、趣味とかそういうことが結構その病院に行く何かに

もなっているということで、三笠市の場合、例えば今、桂沢ダムもできまして、マリンス

ポーツとかカヌーとか様々趣味として広げられる部分もあるので、そういう部分とか水泳

とか弓道とか、水泳なんかもプールなんかも本州はずっと結構あるのかなと思ったら、通

年やっているところはほとんどないというのが大体あれですね、大きなまちはあるのです

けれども。だから、そういうところも売りになるのかなと思いまして、もし何かあった

ら、そういう趣味なども含めて様々な人脈を探って、いろいろ三笠に来てもらう手だて、

結局は努力をしてお願いするしかないのですけれども、新病院がまたうまく回れるような

医師の確保をよろしくお願いしまして、この質問は終了したいと思います。ありがとうご
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ざいます。 

◎議長（武田悌一氏）　病院事務局長。 

◎病院事務局長（加藤慎吾氏）　趣味というところがありましたので、少しだけ。 

　実際にドクターの中では山が好きだといって私どもの病院にお勤めになっていたドク

ターもいらっしゃいました。中には、畑が好きなのだと、自分で畑をやりたいのだという

ところのドクターもいたということも現実ございます。先日ドクターとの打合せという

か、したときにも、医師住宅のほうから目の前の畑を見て、ここを畑を耕していいのかい

というようなお言葉もいただいて、すごく興味を持っていただいた先生も実際にいます。

そういったことも含めて、三笠全体を考えてドクターにもＰＲしてまいりたいというふう

に考えていることもあります。 

　それから、今、新しい病院ということもございましたので、新しい病院になること、そ

れから医師住宅の建設のスケジュールとして、皆様のほうにスケジュールを示させていた

だいているところでございます。そういったことも含めて、医師住宅のほうに入れるよう

な体制を市役所のほうと一体となって進めてまいっていくことが、確実に医師が確保でき

る一つになっていくのだろうというふうなことを考えているものですから、そういったと

ころで取組を御理解いただければなというふうに思います。 

　以上です。 

（「ありがとうございました」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　以上で、浅尾議員の質問を終わります。 

　ここで、１０分程度休憩を取りたいと思います。午後３時より会議を再開したいと思い

ます。 

休憩　午後　２時５１分　　 

再開　午後　３時００分　　 

◎議長（武田悌一氏）　休憩前に引き続き、会議を開きます。 

　次に、３番須河議員、登壇願います。 

（３番須河恵介氏　登壇） 

◎３番（須河恵介氏）　３番須河恵介でございます。ただいま議長より発言のお許しをい

ただきましたので、通告順に従いまして一般質問をさせていただきます。 

　まず、先月、大分市で大規模火災が発生し、被害規模は平成２８年に新潟県糸魚川市で

発生した大規模火災を上回り、この数十年では最大規模の市街地火災になりました。今も

なお、多くの方々が避難生活を余儀なくされております。被害に遭われた方々に心よりお

見舞いを申し上げます。 

　実は、この大分市では、３０年前にも大規模な林野火災が発生しており、この地域に長

く住む皆さんは、２度の大火に遭遇していることになります。 

　専門家によりますと、今回の大規模火災は幾つかの条件が重なって起こった天災とも考

えられると。つまり、空き家が多い木造密集市街地、強風、乾燥、アクセス困難という条
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件がそろえば、大規模火災が発生し得るということを示唆されておりました。 

　私が思うには、この３０年前の大規模火災の際にも、今後の大規模火災の発生の可能性

や、発生した場合の被害について、いろいろなシミュレーションを考え、より詳細に評価

された後、リスクを事前に把握し、関係者ごとにリスクを低減する取組を強化されていた

はずだと思います。ところが、結局、時代とともにさらにリスクが高まり、今回の大きな

被害が発生してしまったことが、どこの地域でも起こり得る最大のリスクではないかと感

じたところであり、いつでも起こり得る可能性がある災害の対策について、高齢化が進む

我がまちにおいても、１０年後、２０年後のまちのあり方を見据える中、喫緊の課題とし

て、継続性を持って取組を進めていく必要を再確認したところであります。 

　さて、子供や子育て家庭に対する支援は、国や道、市町村それぞれにおいて取組が進め

られているものの、少子化、人口減少に歯止めがかかっておりません。地域コミュニテ

ィーが希薄化する中、コロナ禍も相まって、子供や子育て家庭を取り巻く状況は深刻さを

増しています。今こそ子供政策を強力に推進し、一人一人の子供が健やかに育つことがで

きる社会を実現し、１０年後、２０年後の社会の持続的な発展を確保しなければならない

のではないでしょうか。そんな思いを抱きながら、以下、質問に入っていきたいと思いま

す。 

　そこで、本日は少子高齢化の伸展による人口減少化を見据えつつ、未来に向かって歩み

を止めないまちづくりの観点から、急激な高度情報社会と地域との多様な関わりを持つ関

係人口をテーマにお尋ねいたします。 

　それでは、質問に移ります。 

　皆さんも御承知のことと思いますが、１９９０年後半からＩＴ革命により急激な高度情

報社会となり、四半世紀が過ぎようとしております。このＩＴ化に伴い、これまでの情報

の主な取得先がテレビ、ラジオ、新聞だったものにインターネットが加わり、その後、イ

ンターネット上で情報を処理したり、交換するだけではなく、コミュニケーションが可能

となりました。 

　ＩＣＴ化は、現在、幅広い世代にインターネットが普及しているのはもちろんのこと、

スマートフォン利用者の増加、ソーシャルメディア等の日常的な浸透、ＧＩＧＡスクール

構想による１人１台端末の実現などにより、ＩＣＴの利用が当たり前の時代になりまし

た。総務省の通信利用動向調査や情報通信白書によると、現代人にとって、インターネッ

トはもちろんのこと、ＳＮＳも欠かすことができないものになっております。このＩＣＴ

化により、私たちの生活が快適に便利になりました。 

　しかしながら、その膨大な情報の中には、誹謗中傷や偽・誤情報、ディープフェイクも

含まれているなど、問題も顕在化しております。このようなマイナス面を防ぐために、メ

ディアの目的、意図などを認識し、メディアコンテンツを適切に分析するスキルであるメ

ディアリテラシーや、情報源の信頼性を判断し、情報を適切に活用するスキルである情報

リテラシーの向上が必要となります。 
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　総務省では、令和５年にＩＣＴ活用のためのリテラシー向上に関する検討会を開催し、

「ＩＣＴ活用のためのリテラシー向上に関するロードマップ」を公表し、対策に取り組ま

れています。我々は膨大な情報を得た反面、その情報が正しいかどうかの取捨選択を見極

めることが必要ではないかと考えます。 

　そこで１つ目の質問ですが、本市におきましては、児童生徒及び成人へのメディア・情

報リテラシー教育について、どのように取り組まれているかお尋ねいたします。 

　次に、本市の関係人口を増やす取組等における「ふるさと住民登録制度」導入の考え方

についてお尋ねいたします。 

　全国的に地方の人口減少が問題になっておりますが、三笠市も例外ではなく、人口減少

は大きな問題となっています。内閣府によりますと、子供を欲しいと思う人々が子供を産

み育てられる環境を整備することにより、行き過ぎた出生率の低下に歯止めをかけること

が重要であると言われています。さらに、たとえ出生率が反転したとしても、長期間にわ

たって続くと見込まれている働き手の減少の影響を緩和するため、現在、就業意欲がある

にもかかわらず、必ずしも十分にその能力を活用できていない女性や高齢者の就業を促進

することが求められると示されています。 

　本市では、子供が一定数生まれるにもかかわらず、市外、道外に出ていく若者が多い。

そのまま市外、道外で結婚し子供を産むため、人口減少に拍車をかけているようにも思い

ます。 

　これらの課題解決に向けて、国においては、平成２６年から始まった地方創生の取組を

さらに深化させた「地方創生２.０」を取りまとめ、本年６月には、今後１０年間を見据

えた「地方創生２.０基本構想」が閣議決定されました。この地方創生２.０は、単に地域

を活性化させるだけではなく、日本の活力を取り戻す経済政策、多様な幸せを実現する社

会政策、そして地域本来の価値や楽しさを再発見する営みを目指しています。人口減少と

いう現実を受け止めつつ、「強く」「豊か」で、「新しく・楽しい」地方、日本を実現す

ることを目標としていると、メディアでは論じられておりました。 

　そこで、ふるさと住民登録制度については、自分の居住地以外の地域に持続的に関わる

関係人口がまちの活力として期待されていて、これが自治体の公的なお墨つきとなり、第

二の住民票を交付するという仕組みです。関係人口を可視化し、将来的には住民税の分割

納税、行き来する交通費の負担軽減なども視野に二拠点居住を推し進めるとしています。

圧倒的人口の都市部には、それだけ豊かな知識や発想、労働力、資金も集中しています

が、その一方で、自身の存在価値、自然との触れ合いなどを地方に求めている人も多いと

いうことです。 

　そこで２つ目の質問ですが、ふるさと住民登録制度は、住んでいないのに住民として認

める新たな制度であり、少子高齢化、地域の担い手不足が深刻化する中、この制度がもた

らす社会的インパクトは大きいことから、この制度について、導入の考え方及び具体的な

運用方法や期待される効果についてお尋ねいたします。 
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　以上、登壇での質問を終了いたします。御答弁のほどよろしくお願い申し上げます。 

◎議長（武田悌一氏）　それでは、メディア・情報リテラシー教育についての答弁を願い

ます。 

　総務福祉部長。 

◎総務福祉部長（三好智幸氏）　それでは、私のほうから、メディア・情報リテラシーの

現状の部分、国、それから北海道、私どものまちと分けてお話しさせていただきたいと思

います。 

　メディア・情報リテラシーの取組につきましては、登壇でもございましたが、総務省、

国では、子供から高齢者までの育成として、情報セキュリティー対策や情報モラルへの配

慮といった対策だけではなく、ＩＣＴを活用して「目的に応じて的確に検索する」あるい

は「インターネットを使って買物をする」など、やりたいことが円滑に行えることを目的

としまして、学習コンテンツ等を公開していると思います。また、高齢者等のデジタル活

用の不安解消に向けまして、スマホ講習会等を支援するデジタル活用支援推進補助金を設

けてございます。 

　次に、北海道の取組になりますが、これは北海道のページに掲載されていますが、「青

少年が巻き込まれるトラブルの例」であったり、あるいは「有害サイトにアクセスしない

ために」、また、「トラブルへの対応例」などをホームページ上で注意喚起をされていま

す。 

　さらに、道民全体の情報リテラシーの向上を目的としまして、デジタル関連の知識、技

術を習得するための講座、研修に支援されていると聞いております。 

　そこで、当市におきましては、先ほど説明しました総務省の「デジタル活用支援推進事

業」、これを活用して、主に高齢者を対象としたスマホ講習、それから相談会を開催し、

基本的なスマホの使い方について学ぶ場、こちらを提供するとともに、情報を安易にうの

みにしないことや、いろいろ有害サイトがございます、それにアクセスしない方法など、

情報リテラシーの向上を促せるよう、注意喚起等についても併せて実施させていただいて

ございます。 

　さらに、移動市役所、それから庁舎内のデジタル推進課では、スマホなどの操作方法の

ほか、安全な使い方についての相談を受け付けておりまして、その都度、有害サイトなど

の注意喚起や不安の解消等に努めているところでございます。 

◎議長（武田悌一氏）　企画財政部長。 

◎企画財政部長（藤井陽一氏）　それでは、私のほうからは、メディアリテラシーの現状

につきまして御答弁させていただきます。 

　まず、市民の皆様におかれましては、もう日頃から新聞、テレビ、インターネットなど

様々なメディアに囲まれておりまして、通常は自己の責任において、自ら考え、自ら判断

し、メディアの情報を取捨選択されているのが実態かというふうに思っております。 

　基本的には、市民の方、特に成年層の方々におかれましては、申し訳ありませんが、リ
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テラシーが低いというふうには私どもは感じてはおりません。実際、市の附属機関には、

市内団体から委員の方を選出していただいていまして、委員の皆さんからは、偏った情報

に左右されずに見識を持って対応していただいているというところを押さえておりますの

で、そのような認識を持っているところでございます。 

　しかしながら、新型コロナウイルス感染症の初期段階のときのように、あのようにいろ

んな情報が錯綜したりとかしまして、どれが本当の情報なのだろうというところが分から

ないときは、やはりこれは市としましては、市が持っている正しい情報を皆さんに伝え

る、判断を間違えないように啓発を進めていくというところが必要だというふうに考えて

いるところでございます。 

　まず、市として行うべきことは、広報誌、ホームページなど、ＬＩＮＥもそうですね。

伝えるものは、今、限定しているかとは思いますけれども、まずは「正しい情報」を市民

の皆さん方に伝えていくこと、いろいろなメディアが多種多様な情報を発信したとしまし

ても、「三笠市から発信される情報は信頼できる」という経験を重ねていただきまして、

「情報を選別する習慣」を持っていただくことが、生活の中で自然と身についていくメデ

ィアリテラシーの取組になるかなというふうに考えているところでございます。 

　また、先日の市民の元気づくり講演会のように、ふだん都市部でしか聞けないようなお

話を市内で間近で聞けるということ、これも情報の真偽を判断する際の理解を深め、情報

の信頼性を感じ取れることを養える機会の創出になるかなというふうに考えておりますの

で、こういう取組をしながら進めていきたいなというふうに考えているところでございま

す。 

　以上でございます。 

◎議長（武田悌一氏）　須河議員。 

◎３番（須河恵介氏）　後ほど小中学校、高校のほうはまた別に聞きますけれども、この

リテラシーというところ、ちょっと私も不勉強で、頭にメディアとか情報とかがつくので

すけれども、リテラシーとは、昔の話でいくと読み書きをする能力と書いてあるのです

ね。私たちの年代は読み書きなのですけれども、ところが現在は、それがネットメディ

ア、テレビ、新聞とか、情報の中から必要なものを見つけるという時代になったのです

ね。だから、要するに、その真偽や価値を判断する能力のことを今はリテラシーという

と。 

　では、簡単に言うと、さっき言いましたようにテレビ、ラジオだったものが、インター

ネットが来て、今ＳＮＳがあって、ＳＮＳもすごい種類があると。私は全然読み書きのほ

うの人間なので質問のときも大分苦労しましたけれども、例えば、今、スマートフォンを

使うようになって、子供のほうもあるかもしれませんが、大人のほうもあるのかもしれま

せん。現代の子供たちが、ＳＮＳなどインターネットの情報を受け取った、その危険を回

避するというネットリテラシーというところについて、教育委員会サイド、高校も含め

て、その辺のＳＮＳに対するネットリテラシーの対策については、どのような取組をされ
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ているかというところを、今分かれば教えていただければと思います。 

◎議長（武田悌一氏）　教育次長。 

◎教育次長（柳谷　忍氏）　私のほうで、まず小中学生及び高校生のＳＮＳの利用状況、

スマートフォンの所有の状況も含めまして、その辺も踏まえてお答えさせていただければ

と思います。 

　まず、小中学生のＳＮＳ利用状況につきましては、こども家庭庁が実施しております

「令和６年度青少年のインターネット利用環境実態調査」、こちらのほうにおきまして、

抽出調査の結果ではありますが、スマートフォンの所有率が小学生で４７.５％、中学生

で８３.６％でございました。本市においては、各学校で把握している状況の聞き取りに

よりますと、小学生ではこの数値よりも少し低く、中学生ではやや高いような傾向と聞い

ております。 

　また、先ほどのこども家庭庁の調査におけますスマートフォンを所有している児童生徒

の中で、ＳＮＳの利用と同様と考えられる「投稿やメッセージ交換をする」と回答した割

合、こちらが小学生で４８.６％、中学生で８０.８％となっておりまして、小学生では半

数程度だった割合が中学生になると約８割くらいまで増加しており、各学校で把握してい

る概要によりますとスマートフォンの所有率も調査に近い状況にございますので、同じぐ

らいの児童生徒が利用しているのではないかと推察しているところでございます。 

　また、スマートフォンの使用に関しまして家庭内で何らかのルールを定めていると回答

した割合が、小学生で８２.１％、中学生で７３.０％と、中学生になると少し減少するも

のの、比較的高い割合で家庭内でルールを定めている状況にございます。 

　このことから、スマートフォンの所有率につきましては、小学生から中学生になると急

激に増加し約８割となりますけれども、そのうちの７割が家庭内でルールを定めておりま

して、中学生まではスマートフォンの利用が保護者の管理下に置かれている状況と考えて

おります。 

　なお、小中学校で児童生徒が活用している１人１台端末、こちらにつきましては、学校

での活動のほか、家庭にも持ち帰りがありまして使用することができますので、フィルタ

リングによりましてＳＮＳには接続できない設定としてございます。 

　続きまして、三笠高校の高校生の状況についてでございます。 

　こども家庭庁の同じく調査によりますと、スマートフォンを利用している子供の割合、

高校生では９割以上に達しているという統計データがございますが、三笠高校の生徒にお

きましては、約９割が親元から離れて寮生活を送っているということもありまして、全て

の生徒がスマートフォンを所有し、保護者との連絡や高校からの情報発信も受け取るな

ど、必要不可欠な情報デバイスとなってございます。 

　ＳＮＳの利用状況については、生徒への聞き取りを実施しておりませんけれども、ス

マートフォンの所有状況から考えますと、多くの生徒がいずれかのＳＮＳを閲覧・利用し

ていることが想定されております。 
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　また、ＳＮＳの利用につきましては、多くがスマートフォンによるものと考えておりま

すけれども、経験や常識、判断力を備えたはずの成人でさえ、インターネットに係る犯罪

に巻き込まれることは少なくなく、社会のモラルやルールが十分に身についていない児童

生徒であれば、気づかない間に犯罪に関わってしまう危険性が考えられることから、学校

だけではなく家庭においても、スマートフォンを持たせる保護者は、持たせる際に、所有

する際に目的や危険性などを確認・指導いただく必要もあると考えているところでござい

ます。 

　以上でございます。 

◎議長（武田悌一氏）　須河議員。 

◎３番（須河恵介氏）　先ほどの青年の部分の実態ですとかお考え、今、教育委員会サイ

ドの実態がよく、私も登壇で言いましたように、ほぼ、大体９割近い方々は当たり前に使

う時代ということですね。それを、私、非難するつもりはなくて、いかに情報リテラシー

を有効に使っていくかということで、もうちょっと突っ込んだ質問をしたいと思います

が、特に対策というか、取組というか、先ほど言った文科省なり総務省なりで示されてい

るものがあると思うのですが、それを受けて、例えば学校ではどのような指導をしたの

か。高校もそうですけれども、令和４年の４月には新教育課程がスタートして、情報Ⅰと

いうものが必修科目になったと。要するに、その中でどのような注意喚起をしているか、

具体的に分かれば教えていただければと思います。 

◎議長（武田悌一氏）　教育次長。 

◎教育次長（柳谷　忍氏）　まず、教育現場における情報活用能力の育成ということでご

ざいますが、現在の学習指導要領におきまして、「児童生徒の発達の段階を考慮して、情

報活用能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう、各教科等

の特質を生かし、教科等横断的な視点から教育課程の編成を図る」と定められておりま

す。この「情報活用能力」につきましては、「学習活動において必要に応じてコンピュー

タ等の情報手段を適切に用いて情報を得たり、情報を整理・比較したり、得られた情報を

分かりやすく発信・伝達したり、必要に応じて保存・共有できる力」でありまして、これ

には情報手段の基本的な操作の習得や、プログラミング教育課程の編成的思考、情報モラ

ル、情報セキュリティー、統計等に関する資質・能力も含まれてございます。 

　文部科学省は、情報活用能力育成のために想定される学習内容を４つに分類して示して

おります。 

　まず、１つ目は「基本的な操作等」といたしまして、「キーボード入力やインターネッ

ト上の情報の閲覧等、基本的な操作の習得に関すること」、２つ目は「問題解決・探求に

おける情報活用」として、「必要な情報を集め、整理・分析し、解決への見通しを持てる

こと」、３つ目は「プログラミング」として、「プログラムの作成や情報を処理するため

の道筋を立て実践すること」、４つ目には「情報モラル・情報セキュリティ」として、

「情報手段に関する知識や技能を身につけること、情報を多角的・多面的にとらえたり、
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複数の情報をもとに自分の考えを深めたりすること」を示しています。 

　それを受けまして本市といたしましては、教育研究所を中心に文部科学省が示す子供た

ちの発達段階に応じて育成すべき情報活用能力を、小学校の低学年、中学年、高学年、そ

れと中学校に分けまして体系的に整理し、各段階における取り組むべき指標を定めて、具

体的に学習場面や指導例を示すなど、教職員に向けたＩＣＴの活用ハンドブックを作成い

たしまして、全教職員に配付して授業でのＩＣＴ活用に役立てていただいているところで

ございます。 

　例えばでございますが、基本的な操作等といたしまして、小学校低学年では、コン

ピューターの起動や終了、写真撮影等の基本操作ができる、中学年では、キーボードでの

文字の正しい入力ができたり、インターネット上で情報の閲覧や検索ができる、高学年で

は、キーボードで正確に文章を作成できたり、電子ファイルのフォルダ管理ができる、中

学校では、キーボードで十分な速さで正確に入力し文章を作成できたり、電子ファイルの

圧縮やパスワードによる暗号化、バックアップの作成等により運用できるというふうに目

標を設定してございます。 

　このように小中学生については、各学校における通常の授業の中で１人１台端末の活用

を通じて取り組んでいるほか、他校生徒とオンラインで学校を結びまして、交流により多

様な意見に触れる遠隔授業を実施したり、情報モラル教育の強化を進めるために、警察や

民間通信会社等による講演等を児童生徒のほか保護者を含めて実施するなど、取組を進め

ているところでございます。 

　また、三笠高校においてでございますけれども、情報リテラシー学習に関しては、改訂

された文科省の高等学校学習指導要領で、先ほど議員おっしゃるとおり「情報Ⅰ」が必修

科目となってございまして、プログラミング、ネットワークや情報セキュリティー、基本

的な情報技術とその情報を扱う方法などのほか、情報モラルを身につけさせ、情報社会と

人間との関わりについても学習することとされております。 

　三笠高校の情報科授業では、学習指導要領に基づき情報リテラシー教育を中心に授業が

進められておりまして、具体的には、１年次に情報Ⅰを年間７０コマ設定してございまし

て、プログラミング、ネットワークや情報セキュリティーのほか、ＳＮＳの使い方や著作

権意識の向上などについて、実例を示しながらワークショップ形式でも学習しておりま

す。 

　メディアリテラシーに関しては、公民科の授業のほうで、メディアの作られ方や伝え方

を理解し、受け取った情報の意味や意図を読み解く力を養い、相互コミュニケーションを

つくり出していく能力を育む学習をしております。 

　授業以外では、専門的な知識を有した外部講師を招きまして、全校生徒を対象としたＳ

ＮＳの危険性やモラルなどの講話の場を設けまして、安全に利用し上手にコミュニケー

ションが取れるよう指導しております。 

　引き続き、メディア・情報リテラシー教育を進めていく中で、生徒が犯罪に関わること
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がないよう、法規や制度、マナーを守り、情報セキュリティーの遵守やモラル意識を高

め、情報社会に主体的に参画できるよう授業や講話などを通じて指導してまいりたいと考

えているところでございます。 

　以上です。 

◎議長（武田悌一氏）　須河議員。 

◎３番（須河恵介氏）　大変きちっとした対応をされているなと改めて感じたところでご

ざいます。この子供たちが１０年後、２０年後、親になって、そのモラルというものをき

ちっとまた子供に伝えていくと大変いいと思います。 

　そこで、先ほど三好部長なのか、藤井部長のところで、ちょっと確認です。令和５年の

総務省のＩＣＴ活用のためのリテラシー向上に関するロードマップというものがあって、

私が見た中では、その検討会の中で、成年層というのはなかなか教育機関と接点がないの

で、令和６年度から若年層、成年層、高齢層の３つの教育コンテンツを開発したと書いて

おりました。先ほどの総務福祉部長と企画財政部長の御説明の中には、それを踏まえた内

容なのか、その前からずっとやっていることなのか、そこだけ確認の意味で御説明いただ

ければと思います。 

◎議長（武田悌一氏）　総務福祉部長。 

◎総務福祉部長（三好智幸氏）　私、先ほど、学習コンテンツの公開という部分だと思う

のですけれども、ここの部分につきましては総務省がやっている事業で、私どもにつきま

しては、情報通信白書、これにもちょっと載っていまして、やはり総務省としても、年

齢、１０代とか、そういう方については、割とインターネットの情報はうのみにしていな

い、逆にですね。ですが、議員おっしゃっているとおり、中間層的な方が、どちらかとい

うとちょっとリテラシーが、そういう教育を受けていたか、ちょっと私も教育の部分、勉

強不足で申し訳ないのですけれども、そういう傾向にあるというのは、私もこの情報通信

白書を見て勉強させていただきました。 

　それで、私どものまちとしましては、やはり高齢者の、操作していて間違って、よく操

作していて広告とかが出てくると思うのです。そこの問合せというのは、押してしまって

戻ることができないとか、あるいは次の画面に進んでしまったのだとか、そういうことの

いろいろ問合せが多いものですから、そこを中心に、まずはそういう情報の対応という

か、高齢者を中心とした情報リテラシーというか、そういうものをきちっと進めてまいり

たいと思っております。 

　以上です。 

◎議長（武田悌一氏）　須河議員。 

◎３番（須河恵介氏）　先ほど、市が関わる皆さんとか、教育委員会の中で学校とか父兄

の中でという、管理する方がいる中では分かりました。 

　そこで、ちょっと確認ですが、個人個人が自由に見聞きできる場所、フリーＷｉ－Ｆｉ

が利用可能な場所、いろいろあると思うのですね。三笠市の場所、それと今後その辺を拡
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充されていくのかと、その辺の話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。 

◎議長（武田悌一氏）　総務福祉部長。 

◎総務福祉部長（三好智幸氏）　フリーＷｉ－Ｆｉの三笠市が整備している場所というこ

とで、利用可能な場所につきましては全部で３０か所ございまして、ちょっと全部御紹介

するのは難しいのではしょらせていただきますが、小中学校や市民センターなどの避難所

で２５か所、それから鉄道記念館や桂沢スキー場の観光施設で２か所、その他の公共施設

になります３か所と、合計で３０か所利用ができます。 

　この目的としましては、整備したときの目的ですけれども、市内の主要な避難所や観光

施設に公衆無線ＬＡＮを整備しまして、観光客などが情報を取得あるいは発信を行うとと

もに、災害発生時の通信手段として整備をさせていただきました。平成３０年度と令和元

年度の２か年で整備をさせていただきました。 

　御質問のあった拡張の計画でございますが、主要な公共施設は整備済みでございます。

現時点では拡充の計画はしておりませんけれども、今後新たな施設あるいは改修等があり

ましたら、関係所管とＷｉ－Ｆｉの設置の必要性を協議したいと考えているところでござ

います。 

◎議長（武田悌一氏）　須河議員。 

◎３番（須河恵介氏）　利用を広げるという意味では、それで。ただ、そこに児童生徒が

持っていって、自分でそこでできるというところの危険性というところがちょっと残るの

かなと思ったと。公民館でも公の場所というのは大体職員がいますので、フリーに行って

フリーに使えるとは思っていませんけれども、ただ、そういうところで、ではやってみよ

うという人がいないとは限らないので、ちょっと聞いてみました。ありがとうございまし

た。 

　最後になりますが、もう一度、先ほど三好部長からも聞きましたけれども、ＳＮＳ上の

デマ、それから偽情報、いろんな今問題になっていますね。特に災害発生時には、能登半

島でも恐ろしいようなデマが出てもうびっくりしましたけれども、もう一度、その辺の正

確な情報、安心して相談できる体制みたいなものを今の内容で進めていくのか、もう少し

基盤整備して委員会も含めて全体的に取り組まれるか、そこの認識だけお聞きしたいと思

います。 

◎議長（武田悌一氏）　企画財政部長。 

◎企画財政部長（藤井陽一氏）　私どもとしましては、今、市民の相談窓口と、あと開か

れた市役所という形で気軽に、協働ルームであったりとか連合町内会に入ったりとかし

て、市民の皆さんの声を聞くという形はやっているというふうに自負はしているところで

ございます。まだ足りなければ、またいろいろとこういうことをしたらいいのではないか

ということを言っていただくほうが、逆に分かりやすいなというところはあるのですけれ

ども、先ほどお話しさせていただきましたとおり、やはりリテラシーというところにつき

ましては、人材育成ということがテーマと議員おっしゃっている中では、いろいろ皆さん
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に学んでいただく環境を、市として提供してはいかがでしょうかというところがポイント

なのかなというふうには思っております。 

　ただ、実際、三好部長もお話ありましたとおり、私どもとしましては先ほど答弁しまし

たとおり、どこにそういう困っている方がいる、基本的には附属委員の方だけしか把握し

ていないですよねというお話もありましたけれども、実際やはり問題があれば対応してい

く、ここが皆さん方をサポートしなければいけないなというところは市としてやっていく

というところ、そういうところを、今は見えていなければ申し訳ありません。総務省が

言っている部分は、全国的に見て、こういうことでやっていきましょう、先ほど三好部長

がお話ししたとおり、これは総務省のロードマップであって、私どもは、やはりそこの

困っているところ、今、高齢者というところでございます。それが、成人層にもこういう

ことがあるぞというところを、逆にもし見えていたら御助言いただきたいなと。そこに私

たちも、そうしたらここに取り組んでいこうというところをまた考えていきたいなという

ふうに思っているところでございます。基本的には今のままやりながら、問題があれば、

それに向けていろいろ改善して取り組んでいきたいなというふうに思います。 

　以上でございます。 

◎議長（武田悌一氏）　須河議員。 

◎３番（須河恵介氏）　大変前向きな回答ありがとうございました。 

　今回、メディア・情報リテラシー教育と、あえて教育という言葉を使いましたけれど

も、これはもう小中高校生だけではなくて成人も同じだという認識なのです、私も。それ

で、この教育には、情報の取捨選択ができるようになる論理的思考や読解力、文章能力が

身につくメリットがあるよと。それが現代を生きるために必要な教育だとうたっているの

ですね。ですから、僕は大変重要な問題だと。要するに、生まれてから、６６ですけれど

も、その年代まで大変重要な問題だと思っていますので、今後、引き続き今までどおり取

り組んでいただくようにお願い申し上げまして、この質問は終わりたいと思います。あり

がとうございました。 

◎議長（武田悌一氏）　次に、本市の関係人口を増やす取組等についての答弁を願いま

す。 

　企画財政部長。 

◎企画財政部長（藤井陽一氏）　それでは、私のほうから、本市の関係人口を増やす取組

等についてということで、その中のふるさと住民登録制度、この制度についての導入の考

え方、そして具体的な運用方針や期待される効果についてということについて御答弁させ

ていただきたいと思います。 

　まず、冒頭、今、須河議員が登壇でお話しされた情報しか、まだ私どものまちとして届

いていないというところが現状でございます。地方創生２.０の中でふるさと住民登録制

度というものを創設して、関係人口をやはり増やしていきたいというところ、言葉だけ

で、まだそれこそ昨年の１２月になりますか、この関係人口の取組から今のこのふるさと
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住民登録ということの分科会、国のほうの資料を見たときに、ある審議委員の方が、税金

をやはり分けたほうがいいのではないかとか、そういうお話はありましたが、全くそうい

う具体的なものがまだ示されておりません。そういうものが具体的に見えてきましたら私

どもとしましても、やはり行政的なメリットとかを考えながら、もちろん登録していただ

く方のメリットというところも出てくるかなと思いますので、そういうのを見据えなが

ら、これからのまず運用方針というものを進めていきたいなというふうに思っておりま

す。 

　それ以前の関係人口というところの取組につきましては、もともと関係人口という言葉

がなくても取り組んでおります。ふるさと会、東京、札幌の「三笠会」の会員をまず増や

していくこと、三笠市民を応援してくれる方を増やしていくことということは、まず１つ

関係人口の取組として、今、行っているところでございます。新規会員になっていただい

たときの会費や総会参加費の負担軽減を図って、少しでも、１人でも会員を増やす取組

を、今、行っております。 

　また、最近では、三笠高校卒業生も三笠会に参加してくれることが多くなってきまし

た。市外に出ている三笠高校卒業生でございます。こうやって総会への参加や、道外に出

ている高校卒業生も、昨年から東京三笠会が参加、出店しております「北海道産直フェ

ア」というものにも、道外の卒業生が関わってくれているということが出てきておりま

す。 

　そして、先日、ＣОＣОＣＨＩ（ココチ）で行われました緑心マルシェ、あのときも神

戸の卒業生が帰ってきて出店してくれたりとか、やっぱり道内外で暮らす卒業生が三笠に

戻ってきてああやって活躍してくれることは、本当市民に元気を与えてくれることだなと

いうふうに感じているところでございます。まず、やっぱり三笠高校の存在は、我がまち

の関係人口の取組の一つにもう間違いなくなっているなというふうには思っております。 

　そして、やはりジオパーク、ジオガイドの方も、半分程度、市外の方が関わっていただ

いているというふうにも聞いております。それもやはり一つの関係人口であるというふう

に思っておりますし、石炭の地下ガス化、地域活性化企業人ということで、市外の企業の

方がこういうふうに三笠市を応援してくれることも関係人口の取組、４大プロジェクト全

体がいろんな形で関係人口の増強につながっているというふうに思っておりますので、ま

ずは関係人口という取組としましては、そこをベースにしながら、関係人口を増やすため

に何か取り組むというより、我がまちの取組に応援してくれる人たちが、関係人口として

応援してくれることを進めていきたいなというふうに考えております。 

　以上でございます。 

◎議長（武田悌一氏）　須河議員。 

◎３番（須河恵介氏）　そのとおりですね。先ほど言った地方創生も平成２６年からス

タートしてずっと、うちのまちはそれを貪欲な以上取り組んでいるというのはもう認識し

て、今までもいろんな場所で評価させていただいています。関係人口の、これは国のです
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けれども、地域経済の活性の中では、ふるさと納税もありますし、今、大変高い評価で

す。観光リピーターも入っていました。これも、うちは高い評価です。それから、地域の

担い手確保というところでボランティア・副業というのは、これはちょっと私、見えてい

ませんが、それと二地域居住という、先日の講演会でも先生おっしゃっていましたけれど

も、ここに例としてありました。 

　そこで、私は、先ほど報道の関係でという、藤井部長おっしゃるとおりだと思うのです

けれども、ちょっとひもといて、どんなものなのかというところを本当は説明いただくと

よかったのですけれども、私が見た中で、これまた違ったら修正してほしいと思うのです

けれども、要するに実際に住んでいなくても関わりのあるところで登録できますよとい

う、簡単に言うと。その制度の動向としては、２０２５年６月に創設しましたよと。１０

年間で１,０００万人という登録を目指すというふうに、これ１,０００万はどういう根拠

か分かりませんが、書いていました。それと、地方創生２.０の一環だと。都市と地方の

新たな関係構築を目指していると。具体的な制度設計、様々な課題があると思うので、専

用アプリの導入、住民特典の提供、地域活動への参加などの議論があると。 

　そして、効果としては、先ほど言った地域経済の活性化、これはうちも大分ふるさと納

税とか出ていますし、観光リピーターも出ていますし。地域の担い手、これはなかなか難

しいと思います。先ほどの回帰もあって、これもあるのかなと。移住・定住促進は、これ

はもう前から私評価しているように、もうされていると。 

　だから、大体されているなという中で、課題というところがありまして、住民登録の定

義、それから行政サービスの提供の範囲、財源の確保というのが３つ課題だそうです。そ

の中で、要するに住民税を本来の住所地以外のところと折半にするのかどうかみたいなこ

とも書いていました。その辺のことがあるので、例えば藤井部長の今までの取り組んでき

た内容を踏まえて、仮にこの制度を導入するのだというお考え、もう先ほど言っていまし

たよね。やっている内容で取り組むということですから、そのときにどのような、開始に

向けて今までどおり進むのか、新たに何かしらのことをするのかみたいなものが、仮にす

るとした場合に、どのようなものを取り組むのか、そういう課題認識や見解があればお聞

きしたいと思うのですけれども。 

◎議長（武田悌一氏）　企画財政部長。 

◎企画財政部長（藤井陽一氏）　私の名前が出ましたので、私のほうから。 

　やはり、今、議員のほうでお話がありました、私どもも、すみません、答弁としまし

て、その制度を少しお話しするべきではございました。 

　住民登録という部分、間違いなくする制度なのですよね。これは、今、本当もう、いろ

んなまちでできるという、素案の段階ですけれども、数限りなくその人が好きなまちを登

録できるというところも書いてある資料もございます。これは本当にその方にとってどう

いうメリットがあるのだろうか、結局そこに対する、もし登録したら、例えば先日も登録

するだけで使用料の見直しがあるまちがありました。市民の方は通常料金、市外の方は
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ちょっと額を変えますという部分を、例えば登録するだけで市民料金と同じで使えるので

あれば、逆に登録されている方がメリットを受けるだけで、行政にとっては何もメリット

がないということになるかなというように思っております。ですので、今こういうふうに

なったらいいなという部分を逆にお話しするというよりは、やはり先ほどもお話しました

とおり、まずは国がどういうふうに考えているのか見ながら取り組んでいきたいなという

ふうに思っております。 

　実際、ふるさと納税につきましては、昨年の段階では、金額を抜きに９万７,７２２件

の方々が応援してくれました。空知管内で見ましても、芦別市さんが１２万弱という数字

ですけれども、ほかのまちは４万とかそういう中で、ある程度額に比例して応援してくれ

る方が増えているなと。やはり私たちとしましては、こういう方々にリピーターになって

もらうように、例えば何か、こういうインターネットの時代ですので、メールを送ると

か、今年はこういう返礼品ができましたとか、そういうふうに訪問型ではない関わってい

ただく関係人口の取組もあるかなというふうには思っております。 

　登録していただくことによって、例えばふるさと住民の方々が三笠に来るための交通費

の負担を逆に行政がしなければいけないとか、そういうふうなことが出てくれば進めるの

を逆にちょっと遅らせたりとか、そういうこともありますし、先ほどのように、足りない

業態だったりとか事業に対する、人としての協力をすることによって、まちの事業がさら

に力を増すということであれば、ぜひやっぱりこういう方々の登録を増やしていって進め

ていきたいな。いずれにしても、申し訳ありません、もう少し事業を見て検討していきた

いなと思います。 

◎議長（武田悌一氏）　須河議員。 

◎３番（須河恵介氏）　すみません、何回も。 

　それで、先ほどちょっと私もこれ読んだだけですけれども、二地域居住は、令和６年の

１１月に法律が施行されて、実際、これを運用している自治体もあると。きっと先行して

やっていると思うのですね。例えば、その中で書いていたのが、空き家、空き店舗をうま

く活用して利用しているとかと。前質問しましたように、うちのまちも空き家が大変多く

なっていますし、先ほどの災害で言いましたけれども、木造の空き家が逆に火を増やした

みたいなことがあると。 

　二地域居住のところで何か先行しているということの情報も逆に部長のお耳に入って少

し検討されたことがあれば。総体的には分かりました。ただ、この二地域居住のところだ

けが、もう少し説明する部分があれば教えていただければと思うのです。 

◎議長（武田悌一氏）　企画財政部参事。 

◎企画財政部参事（坂　保徳氏）　二地域居住というところで、今、国土交通省のほうで

いろいろな取組をやっているところでございます。 

　中で、国土交通省のほうで推奨しているのが、都市部と私たちみたいなまちに来たとき

にでも仕事を続けられるようなテレワークの環境を整えるために、国交省のほうでは補助
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を出しますよというようなところがありまして、その制度にのっかって各自治体のほうで

テレワークを整備しているようなところがあります。 

　それと、もう一方、今回この二地域に当たりましては、総務省のほうもちょっと交付税

措置をしているところがございます。相談窓口ですとか情報発信の部分に対して、特別交

付税の措置などが行ったりされているところでございます。 

◎議長（武田悌一氏）　須河議員。 

◎３番（須河恵介氏）　もう時間的にあれですけれども、国交省の資料の中で、令和７年

度当初予算案ということで、分野別だけ申し上げますと、住まい、仕事、コミュニテ

ィー、インフラ、観光、地域交通、地方創生、そういう中で予算要求しているという、こ

れだけの項目があるのですよ。先ほど私、住まいだけを言いましたけれども、多方面で、

もう実際にそれを令和６年で９件、各自治体が計画をつくって取得しているというのが

あったものですから、今、質問させていただきました。 

　ですから、もう取り組んでいるところがあるのだなという、そういうことです。その中

で、別にうちがやっていないというわけではなくて、取り組んでいるということは、うち

のまちも今までやったことを計画書を書けば、これに採択、それだけですよ、やっている

ことを書けば採択できるのだなという質問でしたから、これに向かってやれではなくて、

そういう質問だったのですけれども、もし何かあればお願いします。 

◎議長（武田悌一氏）　企画財政部参事。 

◎企画財政部参事（坂　保徳氏）　恐らく議員と私、同じ資料を多分見ていると思いま

す。ですので、今回も我々のほうも今後そういったところで、そういう取組を進めていき

たいなというところで、今、来年度に向けて予算編成している最中ですけれども、一旦三

笠に来てもらうような政策を、今まだこの登録制度についてははっきり中身が決まってい

ませんので、我々のほうとすれば、今、移住・定住対策というところでやっていますの

で、その中の政策に位置づけた中で新たなものができないかというところで、今、考えて

いるところでございます。 

◎議長（武田悌一氏）　須河議員。 

◎３番（須河恵介氏）　分かりました。私がやれというよりは、逆にそういうものを皆さ

んが検討されている内容を、例えばこの場でも、実は今みたく検討しているよという話を

聞きたかったということですから、やっていないとは全然思っていません。 

　それで、ぜひ、早め早めという言い方は失礼ですけれども、検討しながら、いいものは

制度を活用するという従来どおりの考えでいっていただければと思います。 

　先日、また講演会でもあの先生がこの話をされて、私も改めてそうだなという認識を持

ちましたので、これ、継続的にこういう計画をつくるということがあれば予算で出てくる

と思うので、私もそれなりにまた質問させていただきたいと思いますので、以上で質問を

終わります。 

　ありがとうございました。 
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◎議長（武田悌一氏）　以上で、須河議員の質問を終わります。 

　　──────────────────────────────────────── 

◎延　会　の　議　決 

　　──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏）　お諮りします。 

　議事の都合により、本日の会議はこの程度にとどめ、残余の質問は明日継続して行うこ

ととし、本日は延会したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏）　御異議なしと認め、延会することに決定しました。 

　　──────────────────────────────────────── 

◎延　会　宣　告 

　　──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏）　本日は、これをもちまして延会します。 

　御苦労さまでした。 

延会　午後　３時５５分　　  
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